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令和３年度山形地方最低賃金審議会（第１回）議事次第 

 

 

１ 開   会 

 

２ 山形労働局長挨拶  

 

３ 議   事 

 

（１）議事録署名委員指名 

 

（２）審議会運営規程について 

  

（３）山形県最低賃金の改正について（諮問） 

 

（４）審議日程について 

 

（５）山形県最低賃金専門部会の設置について 

 

（６）山形県最低賃金の改正決定に関する意見聴取について 

 

４ その他 

 

５ 閉  会 
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資 料 目 次 
 【令和３年度 山形地方最低賃金審議会(第１回)】 

 

資料№１（審議会の運営関係） 

1-1 山形地方最低賃金審議会委員名簿（第５２期） 

1-2 山形地方最低賃金審議会運営規程（①運営規程、②専門部会運営規程） 

1-3 山形地方最低賃金審議会専門部会委員名簿（平成２８年度～令和２年度） 

 

資料№２（審議会日程関係） 

2-1 令和３年度 山形地方最低賃金審議日程（平成３０年度～令和３年度予定） 

2-2 令和３年度 答申日別最短効力発生予定日一覧表（①地域別、②特定） 

2-3 令和３年度 中央最低賃金審議会のスケジュール 

2-4 （参考）令和２年度 山形地方最低賃金審議会開催状況 

 

資料№３（経済動向関係） 

3-1 山形県経済動向月例報告（令和３年４月の経済指標を中心として） 

（令和３年６月１４日、山形県みらい企画創造部統計企画課） 

3-2 山形県景気動向指数（令和３年１月～３月分） 

  （令和３年６月１４日、山形県みらい企画創造部統計企画課） 

3-3 山形県鉱工業指数（令和３年３月速報） 

（令和３年５月３１日、山形県みらい企画創造部統計企画課） 

3-4 山形県企業短期経済観測調査結果（令和３年３月調査） 

  （令和３年４月１日、日本銀行山形事務所） 

3-5 消費者物価指数（山形市 令和３年４月分） 

（令和３年６月１１日、山形県みらい企画創造部統計企画課） 

3-6 雇用情勢（令和３年４月内容） 

（令和３年５月２８日、山形労働局発表） 

 

資料№４（春季賃上げ状況） 

   4-1 山形県の最低賃金の推移（山形労働局） 

4-2 山形県の賃金水準（東京及び全国との格差） 

4-3 東北６県の最低賃金改正状況(平成２８年～令和２年) 

4-4 東北６県の賃金時間額特性値 

4-5 目安額等の推移及び山形県最低賃金額の推移(平成２３年～令和２年) 

4-6 毎月勤労統計調査地方調査結果速報（令和３年３月分） 

（令和３年５月３１日 山形県発表） 

4-7 求人・求職賃金情報：職種別（パート） 
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資料№５（統計関係） 

5-1 山形市における世帯人員別標準生計費の推移 

5-2 山形市における１人世帯の標準生計費の推移（世帯人員１人） 

 

資料№６（中小企業への支援事業関係） 

最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の状況（山形労働局） 

 

資料№７（要請書） 

最低賃金の引き上げと中小零細企業支援の拡充、及び最低賃金引き上げ 

に関連する労働行政の改善を求める要請 

      （2021.5.17 全労連東北地方協議会・全労連北海道地方協議会・山形県労働組合総連合） 

 

資料№８（中央最低賃金審議会関係資料 厚生労働省） 

（R3.6.22中央最低賃金審議会資料） 

 

 ８ 地域別最低賃金額改定の目安諮問文（写） 
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資料№１－１

（令和３年４月１日現在）

区分 氏　　　　名 現　　　　　　　　　　職

押 野 正 德 公　認　会　計　士

コーエンズ久美子 山　形　大　学　教　授

本 間 佳 子 弁　護　士

丸 山 政 己 山　形　大　学　准　教　授

村 山 永 弁　護　士

大 類 亜 季 山形トヨタ自動車労働組合　執行委員

小 川 修 平 連合山形　副事務局長

金 子 浩 ＪＡＭ南東北山形県連絡会　会長

長 瀬 久 子 ＵＡゼンセン　おーばん労働組合　執行委員

長 谷 部 泰 晴 ＵＡゼンセン山形県支部　運営評議会議長

岩 田 雅 史 山形商工会議所　専務理事

太 田 宏 明 山形県商工会連合会　専務理事　

加 藤 祐 悦 山形県中小企業団体中央会　副会長兼専務理事

丹 哲 人 （一社）山形県経営者協会　専務理事

原 田 雅 人 （株）ハッピージャパン　取締役総務企画部長

　　◇　委員の配列は五十音順による。

労
働
者
代
表

使
用
者
代
表

任命年月日：令和３年４月１日（任期２年）

山形地方最低賃金審議会委員名簿（第５２期）

公
益
代
表
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資料№１－２① 

 

山形地方最低賃金審議会運営規程 
 

制 定 昭和３４年 ８月１７日 

改 定 昭和５１年 ５月１２日 

                    〃  昭和５７年 ５月１２日 

                       〃  平成 ３年 ５月 ９日 

〃  平成 ８年 ５月 ９日 

〃  平成 ９年１２月 ５日 

 〃  平成１２年 ５月１２日 

 〃  平成１３年 ５月 ９日 

〃  平成１４年 ５月１３日 

                       〃  平成２１年 ５月２１日 

〃  令和 ３年 ３月１１日 

                                           

第１条 山形地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、最低賃

金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１

６３号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、

山形労働局長、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員及び公益代

表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が召

集する。 

２ 前項の規定により山形労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合

には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１０日前までに、会長に

通知しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少

なくとも７日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、山

形労働局長に通知するものとする。 

 

第３条 会長は、審議会の議決により特定の事案について事実の調査をし、又は細

目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設けることができる。 

 

第４条 審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について山形労働局長から

調査審議を求められたときは、最低賃金法第２５条第２項の規定に基づいて専門

部会をおく。 

２ 専門部会に関する運営規程は別にこれを定める。 

 

第４条の２ 審議会があらかじめ議決するところにより、専門部会の決議をもって

審議会の決議とすることができる。 

 

第５条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨

を会長に適当な方法で速報するものとする。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときには、あらかじめ会長

に適切な方法で通知するものとする。 
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資料№１－２① 

 

第６条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けるものと

する。 

 

第７条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に

侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることがで

きる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措

置をとることができる。 

 

第８条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、会長及び会長の指

名した委員２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することによ

り、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利

利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議

の資料の一部又は全部を非公開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４ 前三項の規定は、小委員会等について準用する。 

 

第９条 会長は、審議会が議決を行ったときは、答申文又は議決書をそれぞれ議事

録の写しを付してその都度山形労働局長に送付するものとする。 

 

第１０条 この規程に定めるもののほか、小委員会等又は専門部会の議事運営に関

し必要な事項は、小委員会等又は専門部会の長が当該小委員会等又は専門部会に

諮って定める。 

 

第１１条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

 

附 則 

 

第１条 この規程は、令和３年３月１１日から施行する。 
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資料№１－２② 

山形地方最低賃金審議会専門部会運営規程 
 

 

 

第１条 山形地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の

議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、及び最低賃金審議会令

（昭和３４年政令第１６３号）並びに山形地方最低賃金審議会運営規程に定める

もののほか、この規程の定めるところによる。 

 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときの

ほか、山形労働局長又は３分の１以上の専門部会委員（以下「委員」という。）か

ら開催の請求があったとき、部会長が召集する。 

２ 前項の規定により山形労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合

には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１０日前までに、部会長

に通知しなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

山形労働局長に通知するものとする。 

 

第３条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨

を部会長に適当な方法で速報するものとする。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときには、あらかじめ部会

長に適切な方法で通知するものとする。 

 

第４条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるもの

とする。 

３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でないものの説明又は

意見を聞くことができる。 

 

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に

侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることが

できる。 

２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な

措置をとることができる。 

 

第６条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長

が指名した委員２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが

ある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることがで

きる。 
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３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

第７条 部会長は、専門部会が議決を行ったときは、山形地方最低賃金審議会長に

報告するものとする。 

 

第８条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部

会の議決に基づいて行う。 

 

第９条 この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。 

 

 

 附 則 

第１条 この規程は、平成２６年８月１日から施行する。 
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資料NO.１－３

◎ 伊 藤 吉 明 ◎ 伊 藤 吉 明 ◎ 伊 藤 吉 明 阿 部 未 央 阿 部 未 央

髙 橋 和 髙 橋 和 髙 橋 和 ◎ 伊 藤 吉 明 ◎ 伊 藤 吉 明

○ 村 山 永 ○ 村 山 永 ○ 村 山 永 ○ 村 山 永 ○ 村 山 永

井 上 正 則 井 上 正 則 角 谷 俊 一 柏 木 実 柏 木 実

佐 藤 修 一 鈴 木 正 弘 柏 木 実 金 子 浩 金 子 浩

小 川 修 平 角 谷 俊 一 鈴 木 正 弘 蒲 原 清 天 蒲 原 清 天

金 田 和 彦 丹 哲 人 丹 哲 人 岩 田 雅 史 岩 田 雅 史

丹 哲 人 森 晃 森 晃 大 沼 拓 雄 原 田 雅 人

森 晃 横 尾 政 好 横 尾 政 好 丹 哲 人 丹 哲 人

伊 藤 吉 明 伊 藤 吉 明 伊 藤 吉 明 伊 藤 吉 明 伊 藤 吉 明

◎ コーエンズ久美子 ◎ コーエンズ久美子 ◎ コーエンズ久美子 ◎ ｺｰｴﾝｽﾞ久美子 ◎ ｺｰｴﾝｽﾞ久美子

○ 山 上 朗 ○ 山 上 朗 ○ 山 上 朗 ○ 山 上 朗 ○ 山 上 朗

池 田 俊 郎 池 田 俊 郎 池 田 俊 郎 池 田 俊 郎 池 田 俊 郎

佐 藤 修 一 佐 藤 修 一 佐 藤 修 一 佐 藤 修 一 佐 藤 修 一

佐 藤 宏 一 佐 藤 宏 一 鈴 木 正 弘 蒲 原 清 天 蒲 原 清 天

阿 部 賢 司 阿 部 賢 司 丹 哲 人 丹 哲 人 丹 哲 人

保 科 幸 夫 保 科 幸 夫 保 科 幸 夫 保 科 幸 夫 保 科 幸 夫

森 晃 森 晃 森 晃 岩 田 雅 史 岩 田 雅 史

○ 伊 藤 吉 明 ○ 伊 藤 吉 明 ○ 伊 藤 吉 明 ○ 伊 藤 吉 明 ○ 伊 藤 吉 明

コーエンズ久美子 コーエンズ久美子 コーエンズ久美子 ｺｰｴﾝｽﾞ久美子 ｺｰｴﾝｽﾞ久美子

◎ 山 上 朗 ◎ 山 上 朗 ◎ 山 上 朗 ◎ 山 上 朗 ◎ 山 上 朗

井 上 正 則 柿 崎 隆 英 柿 崎 隆 英 柿 崎 隆 英 柿 崎 隆 英

金 子 浩 齋 藤 貴 裕 金 子 浩 金 子 浩 金 子 浩

柿 崎 隆 英 田 村 勝 齋 藤 貴 裕 朝 倉 義 幸 朝 倉 義 幸

井 上 弓 子 井 上 弓 子 井 上 弓 子 井 上 弓 子 井 上 弓 子

長 瀬 恒 夫 山 本 和 春 山 本 和 春 山 本 和 春 山 本 和 春

松 田 一 彦 松 田 一 彦 松 田 一 彦 松 田 一 彦 太 田 宏 明

○ 髙 橋 和 ○ 髙 橋 和 ○ 髙 橋 和 ○ 阿 部 未 央 ○ 阿 部 未 央

◎ 村 山 永 ◎ 村 山 永 ◎ 村 山 永 ◎ 村 山 永 ◎ 村 山 永

山 上 朗 山 上 朗 山 上 朗 山 上 朗 山 上 朗

佐 藤 修 一 佐 藤 修 一 今 田 美 津 良 今 田 美 津 良 今 田 美 津 良

中 島 佳 津 洋 木 根 渕 広 樹 木 根 渕 広 樹 木 根 渕 広 樹 木 根 渕 広 樹

木 根 渕 広 樹 土 岐 成 紀 土 岐 成 紀 土 岐 成 紀 土 岐 成 紀

金 田 和 彦 横 尾 政 好 加 藤 祐 悦 大 沼 拓 雄 原 田 雅 人

齋 藤 豊 齋 藤 豊 鈴 木 合 子 加 藤 祐 悦 加 藤 祐 悦

鈴 木 合 子 鈴 木 合 子 横 尾 政 好 鈴 木 合 子 鈴 木 合 子

○ コーエンズ久美子 ○ コーエンズ久美子 ○ コーエンズ久美子 ○ ｺｰｴﾝｽﾞ久美子 ○ ｺｰｴﾝｽﾞ久美子

◎ 髙 橋 和 ◎ 髙 橋 和 ◎ 髙 橋 和 ◎ 阿 部 未 央 ◎ 阿 部 未 央

村 山 永 村 山 永 村 山 永 村 山 永 村 山 永

武 田 洋 男 武 田 洋 男 小 野 英 晃 小 野 英 晃 小 野 英 晃

小 川 修 平 小 川 修 平 柏 木 実 柏 木 実 柏 木 実

小 野 英 晃 小 野 英 晃 久 木 由 紀 子 久 木 由 紀 子 髙 橋 英 樹

佐 藤 光 芳 佐 藤 光 芳 佐 藤 光 芳 佐 藤 光 芳 佐 藤 光 芳

丹 哲 人 丹 哲 人 丹 哲 人 丹 哲 人 丹 哲 人

東 海 林 誠 東 海 林 誠 東 海 林 誠 東 海 林 誠 東 海 林 誠
（注）　委員の配列は五十音順。（◎は部会長、○は部会長代理）

山形地方最低賃金審議会 専門部会委員名簿（平成28年度～令和2年度）

元年度２８年度 ２９年度 ３０年度 ２年度

自
動
車
・
同
部
品
製
造
業

公
益

労
働
者

使
用
者

地
域
最
低
賃
金

公
益

労
働
者

使
用
者

自
動
車
整
備
業

公
益

労
働
者

使
用
者

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回

路

、
電
気
機
械
器
具
等
製
造
業

公
益

労
働
者

使
用
者

一
般
産
業
用
機
械
・
装
置
等

製
造
業

公
益

労
働
者

使
用
者
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会長・会長代理選出等 ①  7.5（木） ① 7.8(月） ① 7.2(木） ① 6.23(水） 13:30-
15：00

大会議室

地域最賃改正諮問　 ①  7.5（木） ① 7.8(月） ① 7.2(木） ① 6.23(水） 13:30-
15：00

大会議室

地域最賃意見聴取　 ② 7.30（月） ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） 9:00-
12：00

大会議室

地域最賃目安伝達 ② 7.30（月） ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） 9:00-
12：00

大会議室

地域最賃答申 ③  8.6（月） ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） 10:00-
12：00

大会議室

地域最賃異議申出審議 ④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃必要性諮問 ③  8.6（月） ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） 10:00-
12：00

大会議室

③  8.6（月） ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） 10:00-
12：00

大会議室

④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃必要性答申 ④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃改正諮問 ④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃答申 ⑤ 10.23(火) ⑤ 10.21(月） ⑤ 10.26(月） ⑤ 10月中旬～下旬 公開 大会議室

特定最賃意向表明 ⑥ 3.15(金) ⑥ 3.16（金） ⑥ 3.11（木） ⑥ ３月中旬 公開 大会議室

地域最賃専門部会

部会長・部会長代理選出等 ① 7.26（木） ① 7.23（火） ① 7.21（火） ① 7.20（火） 10:00-
12：00

大会議室

② 7.30（月） ② 7.30（火） ② 7.29（水） ② 7.27（火） 10:00-
12：00

大会議室

③ 7.3１（火） ③ 7.31（水） ③ 7.31（金） ③ 7.28（水） 13:30-
15：00

大会議室

④  8.2（木） ④ 8.1（木） ④ 8.4（火） ④ 7.30（金） 13:30-
15：00

大会議室

⑤  8.3（金） ⑤ 8.2（金） ⑤ 8.6（木） ⑤ 8.2（月） 13:30-
15：00

大会議室

⑥ 8.5（月） ⑥ 8.7（金） 予 8.4（水） 13:30-
15：00

大会議室

合同専門部会 ① 9.26（水） ① 9.26（木） ① 9.24（木） ① 9月下旬 公開

② 10.5（金） ② 9.27（金） ② 9.25（金） ② 非公開

③ 10.15（月） ③ 10.3（木） ③ 10.12（月） ③ 非公開

④ 10.22（月） ④ １０．７（月） ④ 10．21（水） 予 非公開

② 10.9（火） ② 10.2（水） ② 10.8（木） ② 非公開

③ 10.11（木） ③ 10.10(木） ③ 10.19(月） ③ 非公開

④ 10.19（金） ④ 10.15（火） ④ 10.22（木） 予 非公開

② 10.1（月） ② 10.4（金） ② 10.2（金） ② 非公開

③ 10.3（水） ③ 10.16（水） ③ 10.13（火） ③ 非公開

④ 10.10（水） ④ 10.18（金） ④ 10.22（木） 予 非公開

② 10.3（水） ② 9.30（月） ② 9.28（月） ② 非公開

③ 10.5（金） ③ 10.3（木） ③ 10.7（水） ③ 非公開

④ 10.15（月） ④ 10.8（火） ④ 10.20（火） 予 非公開

山形地方最低賃金審議会日程（平成３０年度～令和３年度予定）
　※ ○数字は開催回数

区　　　分
（参考）

平成３０年度
（参考）

令和元年度
（参考）

令和２年度
令和３年度予定

備　考

特定最賃必要性審議

事務局案
本　　審

異議申出締切8/23（月）
10/2発効

答申どおりの場合10/2発効

10.26まで答申→12.25発効

金額審議

※予：予備日

特定（産業別）最賃専門部会 　

一般機械

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日

電気機械

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日

自動車・同附属品

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日

自動車整備

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日
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資料№２－１



資料NO.２－２①（地域最賃）

8月1日 8月16日 8月17日 8月26日 9月25日 (土)

8月2日 8月17日 8月18日 8月27日 9月26日 (日)

8月3日 8月18日 8月19日 8月30日 9月29日 (水)

8月4日 8月19日 8月20日 8月31日 9月30日 (木)

8月5日 8月20日 8月23日 9月1日 10月1日 (金)

8月6日 8月23日 8月24日 9月2日 10月2日 (土)

8月7日 8月23日 8月24日 9月2日 10月2日 (土)

8月8日 8月23日 8月24日 9月2日 10月2日 (土)

8月9日 8月24日 8月25日 9月3日 10月3日 (日)

8月10日 8月25日 8月26日 9月6日 10月6日 (水)

8月11日 8月26日 8月27日 9月7日 10月7日 (木)

8月12日 8月27日 8月30日 9月8日 10月8日 (金)

8月13日 8月30日 8月31日 9月9日 10月9日 (土)

8月14日 8月30日 8月31日 9月9日 10月9日 (土)

8月15日 8月30日 8月31日 9月9日 10月9日 (土)

8月16日 8月31日 9月1日 9月10日 10月10日 (日)

8月17日 9月1日 9月2日 9月13日 10月13日 (水)

8月18日 9月2日 9月3日 9月14日 10月14日 (木)

8月19日 9月3日 9月6日 9月15日 10月15日 (金)

8月20日 9月6日 9月7日 9月16日 10月16日 (土)

8月21日 9月6日 9月7日 9月16日 10月16日 (土)

8月22日 9月6日 9月7日 9月16日 10月16日 (土)

8月23日 9月7日 9月8日 9月17日 10月17日 (日)

8月24日 9月8日 9月9日 9月21日 10月21日 (木)

8月25日 9月9日 9月10日 9月22日 10月22日 (金)

8月26日 9月10日 9月13日 9月24日 10月24日 (日)

8月27日 9月13日 9月14日 9月27日 10月27日 (水)

8月28日 9月13日 9月14日 9月27日 10月27日 (水)

8月29日 9月13日 9月14日 9月27日 10月27日 (水)

8月30日 9月14日 9月15日 9月28日 10月28日 (木)

8月31日 9月15日 9月16日 9月29日 10月29日 (金)

　　　同日午後２時までに局長決裁済みの官報公示文が到着した場合」の最短の一覧表

(水)

官総
　　　持込※２

官報
公示

7営業日

→

30日

→

(水)

(金)

(月)

(月)

(月)

(火)

(水)

(木)

(木)

(木)

(金)

(火)

(木)

(木)

(木)

(金)

(月)

(火)

(木)

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(木)

(火)

(火)

(火)

(水)

(木)

(火)

(火)

(火)

(水)

(木)

(金)

(金)

(月)

(火)

(火)

(月)

(火)

(水)

(月)

(月)

(火)

(水)

(火)

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(火)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(水)

(木)

(金)

(月)

(月)

(月)

(土)

(日)

(月)

(火)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(木)

(金)

(土)

(日)

(日)

(月)

(火)

→

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

(火)

(月)

(火)

(月)

(火)

(水)

(木)

(木)

(金)

(月)

(月)

(月)

(火)

(金)

(月)

(月)

(水)

(木)

令和３年８月

１営業日

(水)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

発効
15日

→

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）※１

※１　「異議の申出がない場合」及び「異議の申出があり異議に係る審議を締切日の翌開庁日に開催し、答申を得て

※２　本省賃金課指導係から大臣官房総務課に官報公示文を持ち込む日
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資料NO.２－２②（特定最賃）

10月1日 10月18日 10月21日 11月1日 12月1日 (水)

10月2日 10月18日 10月21日 11月1日 12月1日 (水)

10月3日 10月18日 10月21日 11月1日 12月1日 (水)

10月4日 10月19日 10月22日 11月2日 12月2日 (木)

10月5日 10月20日 10月25日 11月4日 12月4日 (土)

10月6日 10月21日 10月26日 11月5日 12月5日 (日)

10月7日 10月22日 10月27日 11月8日 12月8日 (水)

10月8日 10月25日 10月28日 11月9日 12月9日 (木)

10月9日 10月25日 10月28日 11月9日 12月9日 (木)

10月10日 10月25日 10月28日 11月9日 12月9日 (木)

10月11日 10月26日 10月29日 11月10日 12月10日 (金)

10月12日 10月27日 11月1日 11月11日 12月11日 (土)

10月13日 10月28日 11月2日 11月12日 12月12日 (日)

10月14日 10月29日 11月4日 11月15日 12月15日 (水)

10月15日 11月1日 11月5日 11月16日 12月16日 (木)

10月16日 11月1日 11月5日 11月16日 12月16日 (木)

10月17日 11月1日 11月5日 11月16日 12月16日 (木)

10月18日 11月2日 11月8日 11月17日 12月17日 (金)

10月19日 11月4日 11月9日 11月18日 12月18日 (土)

10月20日 11月4日 11月9日 11月18日 12月18日 (土)

10月21日 11月5日 11月10日 11月19日 12月19日 (日)

10月22日 11月8日 11月11日 11月22日 12月22日 (水)

10月23日 11月8日 11月11日 11月22日 12月22日 (水)

10月24日 11月8日 11月11日 11月22日 12月22日 (水)

10月25日 11月9日 11月12日 11月24日 12月24日 (金)

10月26日 11月10日 11月15日 11月25日 12月25日 (土)

10月27日 11月11日 11月16日 11月26日 12月26日 (日)

10月28日 11月12日 11月17日 11月29日 12月29日 (水)

10月29日 11月15日 11月18日 11月30日 12月30日 (木)

10月30日 11月15日 11月18日 11月30日 12月30日 (木)

10月31日 11月15日 11月18日 11月30日 12月30日 (木)(日) (月) (木) (火)

(土) (月) (木) (火)

(金) (月) (木) (火)

(木) (金) (水) (月)

(水) (木) (火) (金)

(火) (水) (月) (木)

(月) (火) (金) (水)

(日) (月) (木) (月)

(土) (月) (木) (月)

(金) (月) (木) (月)

(木) (金) (水) (金)

(水) (木) (火) (木)

(火) (木) (火) (木)

(月) (火) (月) (水)

(日) (月) (金) (火)

(土) (月) (金) (火)

(金) (月) (金) (火)

(木) (金) (木) (月)

(水) (木) (火) (金)

(火) (水) (月) (木)

(月) (火) (金) (水)

(日) (月) (木) (火)

(土) (月) (木) (火)

(金) (月) (木) (火)

(木) (金) (水) (月)

(水) (木) (火) (金)

(火) (水) (月) (木)

(月) (火) (金) (火)

(日) (月) (木) (月)

(土) (月) (木) (月)

(金) (月) (木) (月)

→ → → →
発効

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定最低賃金の場合）※１

※１　「異議の申出がない場合」及び「異議の申出があり異議に係る審議を締切日の翌開庁日に開催し、答申を得て

　　　同日午後２時までに局長決裁済みの官報公示文が到着した場合」の最短の一覧表

※２　本省賃金課指導係から大臣官房総務課に官報公示文を持ち込む日

令和３年１０月

答申
(要旨公示)

15日
異議申出
締切

3営業日
官総

　　　持込※２

7営業日
官報
公示

30日
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資料№２－３ 

令和３年度中央最低賃金審議会のスケジュール 

 

中央最低賃金審議会（諮問），第１回目安小委員会 

・ ６月 22日（火） 

 

第２回目安小委員会 

・ ７月１日（木） 

 

第３回目安小委員会 

・ ７月７日（水） 

 

第４回目安小委員会 

・ ７月 13日（火） 

 

本審（答申） 

・ ７月 16日（金） 
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月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項

運営規定確認 部会長選出 部会長選出 部会長選出 部会長選出 部会長選出

地域最賃改正諮問 運営規程確認 基礎調査結果報告 基礎調査結果報告 基礎調査結果報告 基礎調査結果報告

審議日程協議 専門部会審議日程 運営規程確認 運営規程確認 運営規程確認 運営規程確認

専門部会設置 改正金額審議 審議日程協議 審議日程協議 審議日程協議 審議日程協議

参考人意見聴取

目安伝達
最賃基礎調査結果説明

地域最賃部会報告

地域最賃改正答申

特賃必要性有無諮問

特賃必要性有無審議

地域最賃異議諮問

地域最賃異議審議

地域最賃異議答申

特賃必要性有無答申

特賃金額改正諮問

特賃専門部会設置

特賃改正部会報告

特賃金額改正答申

特賃申出意向表明
次年度審議会日程

令和２年度　山形地方最低賃金審議会開催状況

回
　
数

本　　審 地域最賃専門部会

特　定　最　賃　専　門　部　会

一般機械機器製造業 電気機械器具製造業 自動車・附属品製造業 自 動 車 整 備 業 全員協議会

改正金額審議 10/8

9/241 7/2 7/21 9/24 9/24

2 7/28 7/29 9/25改正金額審議 改正金額審議

9/24

改正金額審議 10/21

3 8/7 7/31 10/12 改正金額審議 10/19 改正金額審議 10/13

改正金額審議 10/2 改正金額審議 9/28

5 10/26 8/6 改正金額審議

改正金額審議
（部会結審）

10/22
改正金額審議
（部会結審）

10/22
改正金額審議
（部会結審）

10/204 8/25 8/4

特賃適用事業所・
労働者数報告 8/7

改正金額審議
（部会結審）

改正金額審議

6 3/11

改正金額審議
（部会結審）

改正金額審議 10/7 改正金額審議
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令和３年５月２８日 

【照会先】 

山形労働局職業安定部職業安定課 

職業安定課長    秋葉 信悦 

職業安定課長補佐     卯野 登志光 

雇用情報主任  田中 弘幸 

電話 023-626-6109  

ＦＡＸ 023-635-0580 

報 道 発 表 資 料  

概 況 

有効求人倍率（季節調整値）は１.２３倍となり、前月を０.０２ポイント上回った。 

新規求人倍率（季節調整値）は１.８６倍となり、前月を０.０７ポイント上回った。 

正社員有効求人倍率（原数値）は０.９１倍となり、前年同月を０.０７ポイント上回った。 
 

山形県内の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、新型コロナ 

ウイルス感染症が雇用に与える影響に注意を要する状態にある。 

 

   

 

 

 

 

 報道関係者 各位 

 

 

      

 

 
 

最近の雇用情勢について 

（令和３年４月内容）＜新規学卒者を除く＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【有効求人、有効求職及び有効求人倍率の推移（季節調整値）】 

 

 

【全国の完全失業率・有効求人倍率等】（完全失業率は総務省統計局資料による） 

 全国の完全失業率〔季節調整値〕は２.８％となり、前月を０．２ポイント上回った。 

全国の有効求人倍率〔季節調整値〕は１.０９倍となり、前月を０．０１ポイント下回った。 

 また、正社員に係る有効求人倍率（原数値）は０.８１倍となり、前年同月を０.１１ポイント下回った。 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 

山形労働局   ―ＹＡＭＡＧＡＴＡ ＬＡＢＯＵＲ BＵＲＥＡＵ― 

(注) 年度平均は原数値である。なお、令和 2年 12月以前の数値は、令和 3年 1月分公表時に新季節指数により改訂されている。 
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【県内の求人】P1.3.4.5.6 

① 4 月の新規求人数[パートタイムを含む全数(原数値)]は、8,318 人で前年同月と比較すると 21.5%増

と 2か月連続の増加となった。 

② 主な産業別では、建設業(1,083人、前年同月比 11.9%増)、製造業(1,345人、同 50.4%増)、運輸業・

郵便業（395人、同 65.3%増）、卸売業・小売業（1,052人、同 8.0%増）、宿泊業・飲食サービス業（347

人、同 6.1％増)、医療・福祉(1,715 人、同 29.4%増)、サービス業（1,032 人、同 66.7%増）で増加

した。 

③ 製造業の内訳については、紙・印刷関係(27人、同 200.0%増)、化学・プラスチック関係(109人、同

75.8%増)、窯業・土石製品製造業(38 人、同 72.7%増)、鉄鋼・非鉄金属製造業(35 人、同 84.2%増)、

はん用機械器具製造業(100人、75.4%増)、生産用機械器具製造業(112人、同 133.3%増) 、業務用機

械器具製造業(22人、同 266.7%増) 、電気機械器具製造業(104人、同 79.3%増) 、情報通信機械器具

製造業(55人、同 150.0%増) 、輸送用機械器具製造業(102人、同 466.7%増)で増加したため、製造業

全体では、3か月連続の増加となった。 

④ 正社員に係る新規求人数は、4,240 人で前年同月と比較すると 25.9%増加となり、新規求人数に占め

る割合は、51.0%で前年同月と比較すると 1.8ポイント上回った。 

⑤ 有効求人数[季節調整値]は、22,605人で前月に比べ 4.9%増と 2か月連続で増加した。 

⑥ 原数値[パートタイムを含む全数]は、21,782人で前年同月と比較すると 3.3%増となり、26か月ぶり

に増加した。 

 

【県内の求職】P1.3.6 

① 4 月の新規求職申込件数[パートタイムを含む全数](原数値)は、5,907 件で前年同月と比較すると

6.9%増となり、2か月連続で増加となった。態様別[パートタイムを含む常用]にみると、離職者(3,960

人、前年同月比 4.2%増)は 2か月連続で増加し、離職者のうち、事業主都合離職者(1,468人、同 2.1%

増)は 5 か月ぶりに増加となった。また、在職者(1,210 人、同 11.7%増)は 2 か月連続で増加となり、

無業者(603人、同 33.1%増)は 2か月連続の増加となった。 

② 有効求職者数[季節調整値]は、18,441人で前月に比べ 3.4%増となり、2か月ぶりに増加となった。 

③ 原数値[パートタイムを含む全数]は、19,546 人で前年同月比と比較すると 6.0%増となり、2 か月連

続の増加となった。 

 

【県内の有効求人倍率】P1.2.3.6.7 

① 4月の有効求人倍率[季節調整値]は、1.23倍で前月を 0.02ポイント上回った。 

② 原数値は[パートタイムを含む全数]は 1.11倍となり、前年同月を 0.03ポイント下回った。 

③ 正社員に係る有効求人倍率(原数値)は、0.91倍で前年同月を 0.07ポイント上回った。 

 

【雇用保険】P2 

① 4月の受給者実人員は、3,480人で前年同月と比較すると 7.8%増となり、23か月連続で増加した。 

 

【一般職業紹介状況】P3.6 

① 4 月の県内のハローワークにおける紹介件数[パートタイムを含む全数]は、5,348 件で前年同月と比

較すると 7.2%増となり、16か月ぶりに増加した。 

② 就職件数[同]は 1,880件で、前年同月と比較すると 14.8%増となり、13か月ぶりに増加した。 
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（注）季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。なお、令和2年12月以前の数値は新季節指数
により改訂されている。
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令和３年４月分 山形労働局

項  目

年 月

平成28年 (暦年) * 2.04 倍 * 1.36 倍 * 1.77 倍 * 1.30 倍 * 1.05 倍 * 1.28 倍 * 1.46 倍 * 1.16 倍 * 1.42 倍 3,847 人

平成29年 (暦年) * 2.24 倍 * 1.50 倍 * 2.03 倍 * 1.54 倍 * 1.24 倍 * 1.40 倍 * 1.59 倍 * 1.35 倍 * 1.45 倍 3,326 人

平成30年 (暦年) * 2.39 倍 * 1.61 倍 * 2.16 倍 * 1.65 倍 * 1.30 倍 * 1.47 倍 * 1.70 倍 * 1.53 倍 * 1.52 倍 3,210 人

平成31年 (暦年) * 2.42 倍 * 1.60 倍 * 2.07 倍 * 1.54 倍 * 1.24 倍 * 1.39 倍 * 1.63 倍 * 1.48 倍 * 1.51 倍 3,370 人

令和2年 (暦年) * 1.95 倍 * 1.18 倍 * 1.71 倍 * 1.15 倍 * 0.99 倍 * 1.09 倍 * 1.26 倍 * 1.29 倍 * 1.25 倍 4,065 人

平成31年 ４月 2.41 1.62 2.10 1.57 1.27 1.44 1.68 1.51 1.54 3,164

令和1年 ５月 2.42 1.61 2.09 1.55 1.24 1.42 1.70 1.51 1.53 3,565

６月 2.37 1.61 2.07 1.56 1.24 1.40 1.66 1.51 1.52 3,497

７月 2.36 1.60 1.96 1.52 1.23 1.39 1.64 1.47 1.50 3,806

８月 2.42 1.60 2.12 1.52 1.24 1.40 1.61 1.46 1.49 3,799

９月 2.32 1.59 2.10 1.52 1.24 1.38 1.61 1.45 1.50 3,665

１０月 2.44 1.58 2.05 1.51 1.23 1.35 1.58 1.49 1.48 3,591

１１月 2.40 1.57 1.96 1.47 1.23 1.31 1.57 1.45 1.50 3,297

１２月 2.49 1.55 1.90 1.41 1.21 1.24 1.56 1.44 1.46 3,227

令和2年 １月 2.10 1.51 1.75 1.35 1.12 1.21 1.49 1.41 1.44 3,366

２月 2.21 1.45 1.82 1.31 1.10 1.27 1.45 1.37 1.38 3,333

３月 2.24 1.40 1.88 1.29 1.09 1.20 1.37 1.36 1.38 3,500

４月 1.81 1.30 1.61 1.25 1.00 1.13 1.34 1.34 1.32 3,229

５月 1.91 1.18 1.72 1.11 0.91 1.03 1.29 1.30 1.22 3,736

６月 1.71 1.12 1.63 1.09 0.91 1.02 1.24 1.27 1.22 4,219

７月 1.70 1.09 1.53 1.07 0.93 1.02 1.18 1.26 1.19 4,428

８月 1.83 1.05 1.68 1.06 0.93 1.01 1.14 1.25 1.17 4,574

９月 1.97 1.04 1.66 1.05 0.92 1.02 1.13 1.24 1.16 4,887

１０月 1.84 1.04 1.64 1.05 0.95 1.03 1.14 1.23 1.17 4,773

１１月 2.04 1.05 1.79 1.03 0.97 1.03 1.15 1.23 1.17 4,493

１２月 2.11 1.05 1.73 1.05 0.99 1.04 1.14 1.23 1.20 4,242

令和3年 １月 2.03 1.10 2.01 1.15 0.96 1.07 1.22 1.31 1.21 3,852

２月 1.88 1.09 1.77 1.12 0.89 1.12 1.22 1.31 1.24 3,535

３月 1.99 1.10 1.79 1.21 0.97 1.15 1.25 1.33 1.26 3,630

４月 1.82 1.09 1.86 1.23 1.01 1.16 1.27 1.35 1.24 3,480

▲ 0.17 ▲ 0.01  0.07  0.02  0.04  0.01  0.02  0.02 ▲ 0.02 ―　

― ― ― ― ― ― ― ― ―  7.8 ％

注） （Ｐ）はポイントである。 
雇用保険受給者実人員は、雇用保険基本手当基本分の受給者実人員である。  
季節調整値は、原数値から季節的な動き（季節要素）を取り除いた数値のことで、一暦年終了ごとに２月発行（１月分）で過去に遡って再調整を行っている。
＊の求人倍率は、原数値である。
季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。なお、令和2年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。

雇  用  指  数

求人倍率［季節調整値］  雇用保険

（新規学卒を除きパートタイムを含む）  受 給 者

全 国 山  形  県 青森県 岩手県  実 人 員宮城県 秋田県 福島県

前　月　比(Ｐ)

前年同月比(Ｐ)

有  効 有  効 有  効 有  効新  規 有  効 新  規 有  効 有  効
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年 月 令和3年 令和3年 令和2年 対 前 月 対 前 年 同 月

 項 目 ４月 ３月 ４月 増 減 率 ､ 差 増 減 率 ､ 差

1 (人) 8,318 8,833 6,844 －  21.5 %
(人) 8,638 8,021 6,896   7.7 % －

2 (人) 21,782 22,716 21,088 －   3.3 %
(人) 22,605 21,556 21,489   4.9 % －

3 (件) 5,907 5,268 5,525 －   6.9 %
(件) 4,654 4,489 4,280   3.7 % －

4 (人) 19,546 19,165 18,435 －   6.0 %
(人) 18,441 17,838 17,193   3.4 % －

5 (件) 5,348 7,231 4,990 －   7.2 %

6 (件) 1,880 2,707 1,637 －  14.8 %

7 (倍)  1.41  1.68  1.24 －  0.17 P
(倍) 1.86 1.79 1.61  0.07 P －

8 (倍)  1.11  1.19  1.14 － ▲ 0.03 P
(倍) 1.23 1.21 1.25  0.02 P －

9 (人) 7,620 7,946 6,261 －  21.7 %

10 (人) 20,131 20,825 19,685 －   2.3 %

11 (件) 5,773 5,201 5,338 －   8.1 %

12 (人) 19,286 18,829 18,162 －   6.2 %

13 (件) 4,985 6,750 4,690 －   6.3 %

14 (件) 1,733 2,504 1,539 －  12.6 %

15 (倍)  1.32  1.53  1.17 －  0.15 P

16 (倍)  1.04  1.11  1.08 － ▲ 0.04 P

17 (人) 4,240 4,363 3,369 －  25.9 %

18 (％) 51.0 49.4 49.2 －   1.8 P

19 (人) 11,286 11,379 10,226 －  10.4 %

20 (件) 3,510 3,501 3,471 －   1.1 %

21 (人) 12,335 12,515 12,102 －   1.9 %

22 (件) 806 920 703 －  14.7 %

23 (倍)  0.91  0.91  0.84 －  0.07 P
※季節調整法はセンサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による。なお、令和2年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。

※正社員の有効求人倍率は、正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出しているが、パートタイムを除く常用の月間有効求職者数には、

派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれているため、厳密な意味での正社員有効求人倍率よりも低い値となる。

対前年同月比の推移
年 月

 項 目

1 ▲ 24.6 % ▲ 5.6 % ▲ 14.5 %   0.6 %  21.5 %

2 ▲ 21.0 % ▲ 14.8 % ▲ 15.3 % ▲ 6.4 %   3.3 %

3 ▲ 19.4 % ▲ 16.1 % ▲ 12.4 %   4.9 %   6.9 %

4   5.1 %   0.0 % ▲ 1.1 %   0.5 %   6.0 %

7 ▲ 0.15 P  0.20 P ▲ 0.04 P ▲ 0.07 P  0.17 P

8 ▲ 0.38 P ▲ 0.21 P ▲ 0.20 P ▲ 0.08 P ▲ 0.03 P

9 ▲ 25.5 % ▲ 8.7 % ▲ 16.5 % ▲ 3.1 %  21.7 %

10 ▲ 22.3 % ▲ 16.5 % ▲ 16.9 % ▲ 9.0 %   2.3 %

11 ▲ 18.7 % ▲ 15.5 % ▲ 12.6 %   5.0 %   8.1 %

12   6.0 %   1.6 % ▲ 1.8 % ▲ 0.4 %   6.2 %

15 ▲ 0.19 P  0.14 P ▲ 0.08 P ▲ 0.12 P  0.15 P

16 ▲ 0.39 P ▲ 0.24 P ▲ 0.20 P ▲ 0.10 P ▲ 0.04 P

17 ▲ 22.7 % ▲ 3.8 % ▲ 2.2 %   5.7 %  25.9 %

18   1.3 P   1.0 P   5.5 P   2.4 P   1.7 P

19 ▲ 18.4 % ▲ 12.7 % ▲ 9.6 % ▲ 0.0 %  10.4 %

20 新規求職申込件数（パートタイムを除く常用） ▲ 18.8 % ▲ 17.1 % ▲ 13.2 %   0.5 %   1.1 %

21 月間有効求職者数（パートタイムを除く常用）   6.9 %   0.4 % ▲ 3.0 % ▲ 2.8 %   1.9 %

23 ▲ 0.28 P ▲ 0.14 P ▲ 0.07 P  0.03 P  0.07 P

態様別新規求職状況（新規学卒を除きパートタイムを含む常用）
年月･区分 

 項 目 44歳以下 45歳以上 構成比率％ 44歳以下 45歳以上 計 構成比率

2,454 3,319 100.0   8.8 %   7.7 %   8.1 % - 

750 460 21.0  19.8 %   0.7 %  11.7 %   0.7 P

1,362 2,598 68.6   0.3 %   6.3 %   4.2 % ▲ 2.6 P

事業主都合 330 1,138 25.4 ▲ 4.9 %   4.3 %   2.1 % ▲ 1.5 P

自 己 都 合 1,009 1,014 35.0   1.6 %   8.8 %   5.1 % ▲ 1.1 P

342 261 10.4  25.7 %  44.2 %  33.1 %   1.9 P

在 職 者

離 職 者

新 規 求 職 者

常

用

計

全

数

無 業 者 等

新 規 求 職 申 込 件 数

月 間 有 効 求 職 者 数

新 規 求 人 倍 率

有 効 求 人 倍 率

月 間 有 効 求 職 者 数

新 規 求 人 倍 率

有 効 求 人 倍 率

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

有 効 求 人 倍 率 (10/12)

全

数

常

用

計

新 規 求 職 申 込 件 数

月 間 有 効 求 職 者 数

紹 介 件 数

就 職 件 数

有 効 求 人 倍 率 (2/4)

※ 季 節 調 整 値

月 間 有 効 求 人 数

紹 介 件 数

就 職 件 数

新 規 求 人 倍 率 (1/3)

※ 季 節 調 整 値

新 規 求 人 倍 率 (9/11)

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

新 規 求 職 申 込 件 数

月 間 有 効 求 職 者 数

新 規 求 人 数

※ 季 節 調 整 値

※ 季 節 調 整 値

※ 季 節 調 整 値

※ 季 節 調 整 値

3年3月 3年4月

2,023

603

▲ 12.9 %

▲ 21.9 %

▲ 7.3 %

1,468

 10.3 %

▲ 0.29 P

▲ 23.1 %

▲ 0.42 P

▲ 6.0 %

  9.0 %

▲ 0.22 P

計

5,773

1,210

3,960

前 年 同 月 増 減 率令和3年4月

職業紹介状況（新規学卒を除きパートタイムを含む）

※
う
ち
正
社
員

2年11月 2年12月 3年1月 3年2月

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

新 規 求 職 申 込 件 数 （パートタイムを除く常用）

月 間 有 効 求 職 者 数 （パートタイムを除く常用）

  8.8 %

▲ 0.13 P

▲ 0.43 P

▲ 16.8 %

有 効 求 人 倍 率

▲ 15.3 %

▲ 1.3 P

▲ 17.8 %

▲ 8.6 %

就 職 件 数

新規求人全数に占める構成比（ 17/1× 100）

※
う
ち
正
社
員

新 規 求 人 数

１ の 新 規 求 人 全 数 に 占 め る 構 成 比

月 間 有 効 求 人 数

※ 有 効 求 人 倍 率 (19/21)

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

新 規 求 職 申 込 件 数

3 99



項　目

産業・規模別 令和3年4月 令和2年4月 増減率 令和3年4月 令和2年4月 増減率

1 農，林，漁　業　 212 157   35.0 125 71   76.1 

2 鉱業，採石業，砂利採取業 9 14 ▲ 35.7 9 14 ▲ 35.7

3 建　設　業 1,083 968   11.9 1,068 966   10.6 

4 製　造　業 1,345 894   50.4 1,278 862   48.3 

食料品，飲料・たばこ・飼料製造業 272 224   21.4 253 206   22.8 

繊維工業 113 88   28.4 113 87   29.9 

木材・家具関係 37 36    2.8 36 36    0.0 

紙・印刷関係 27 9  200.0 27 9  200.0 

化学・プラスチック関係 109 62   75.8 101 62   62.9 

窯業・土石製品製造業 38 22   72.7 37 21   76.2 

鉄鋼・非鉄金属製造業 35 19   84.2 35 19   84.2 

金属製品製造業 90 83    8.4 89 83    7.2 

はん用機械器具製造業 100 57   75.4 100 54   85.2 

生産用機械器具製造業 112 48  133.3 110 47  134.0 

業務用機械器具製造業 22 6  266.7 21 4  425.0 

電子部品･デバイス･電子回路製造業 96 113 ▲ 15.0 88 109 ▲ 19.3

電気機械器具製造業 104 58 79.3 98 57 71.9

情報通信機械器具製造業 55 22 150.0 40 22 81.8

輸送用機械器具製造業 102 18 466.7 97 18 438.9

その他の製造業 33 29 13.8 33 28 17.9

5 電気・ガス・熱供給・水道業 24 21   14.3 18 21 ▲ 14.3

6 情報通信業 78 57   36.8 71 55   29.1 

7 運輸業，郵便業 395 239   65.3 374 220   70.0 

8 卸売業，小売業 1,052 974    8.0 981 925    6.1 

9 金融，保険業、不動産，物品賃貸業 122 79   54.4 119 77   54.5 

10 学術研究，専門・技術サービス業 139 106   31.1 139 106   31.1 

11 宿泊業，飲食サービス業 347 327    6.1 341 325    4.9 

12 生活関連サービス業，娯楽業 261 318 ▲ 17.9 242 316 ▲ 23.4

13 教育，学習支援業 138 91   51.6 132 87   51.7 

14 医療，福祉 1,715 1,325   29.4 1,682 1,304   29.0 

15 複合サービス事業 159 412 ▲ 61.4 123 172 ▲ 28.5

16 サービス業 1,032 619   66.7 744 529   40.6 

職業紹介・労働者派遣業 464 163  184.7 179 82  118.3 

その他の事業サービス業 351 307   14.3 350 300   16.7 

17 公務・その他 207 243 ▲ 14.8 174 211 ▲ 17.5

8,318 6,844   21.5 7,620 6,261   21.7 

4,908 4,080   20.3 4,393 3,792   15.8 

2,077 1,723   20.5 1,991 1,661   19.9 

909 535   69.9 831 476   74.6 

225 312 ▲ 27.9 224 149   50.3 

129 162 ▲ 20.4 118 151 ▲ 21.9

70 32 118.8 63 32 96.9

主要産業における対前年同月比の推移

令和2年11月 令和2年12月 令和3年1月 令和3年2月 令和3年3月 令和3年4月

▲ 12.9 ▲ 24.6 ▲ 5.6 ▲ 14.5    0.6   21.5 

3   12.9 ▲ 5.1    2.5   25.5   11.9   11.9 

4 ▲ 11.3 ▲ 32.0 ▲ 7.7   15.1    3.6   50.4 

7 ▲ 25.2 ▲ 27.6 0.9 ▲ 19.4 ▲ 5.3   65.3 

8 ▲ 10.1 ▲ 28.8 ▲ 18.4 ▲ 17.2 ▲ 2.5    8.0 

11 ▲ 31.1 ▲ 20.9 ▲ 26.1 ▲ 31.1 25.4    6.1 

14 ▲ 19.4 ▲ 24.6 5.9 ▲ 30.5 ▲ 10.8   29.4 

16 ▲ 0.7 ▲ 15.6 22.3 13.5 13.9   66.7 

▲ 16.8 ▲ 25.5 ▲ 8.7 ▲ 16.5 ▲ 3.1   21.7 

3   14.4 ▲ 5.7    2.5   25.7   12.4   10.6 

4 ▲ 16.8 ▲ 31.5 ▲ 8.0   15.7    5.5   48.3 

7 ▲ 28.1 ▲ 24.7 ▲ 0.6 ▲ 19.5 ▲ 7.9   70.0 

8 ▲ 14.2 ▲ 30.6 ▲ 19.9 ▲ 19.1 ▲ 4.4    6.1 

11 ▲ 32.8 ▲ 21.8 ▲ 27.1 ▲ 32.2 30.1    4.9 

14 ▲ 18.4 ▲ 27.8 3.9 ▲ 33.4 ▲ 14.2   29.0 

16 ▲ 8.9 ▲ 10.0 2.4 9.9 4.5   40.6 

一　　般

サービス業

１００～２９９人

３００～４９９人

宿泊業，飲食サービス業

卸売業，小売業

常　　用

産業別・事業所規模別・新規求人数（新規学卒を除きパートタイムを含む）

２９人以下

３０～９９人

卸売業，小売業

一

般

産　業　計

建　設　業

製　造　業

運輸業，郵便業

医療，福祉

５００～９９９人

１，０００人以上

事
業
所
規
模

合　　計

宿泊業，飲食サービス業

医療，福祉

常

用

産　業　計

建　設　業

製　造　業

運輸業，郵便業

サービス業
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対前年同月（年度/期）比　単位：％ 山形労働局職業安定部

求人ウェイト

平成30年度 10,000.0 1,038.9 1,654.4   348.8   158.5   108.5   154.3   102.0   132.6    73.2    88.2   417.0 1,562.3   153.2   697.6 1,676.6   551.6 1,111.4 1,156.3 - 

平成31年度 10,000.0 1,130.2 1,417.4   371.9   136.0    80.3   119.7    88.5    99.0    49.9    75.7   409.8 1,503.2   154.4   651.3 1,903.2   651.4 1,233.2 1,108.2 - 

令和2年 度 10,000.0 1,401.7 1,330.8   359.1   126.5    93.1    88.8    87.5    87.2    43.8    52.1   380.0 1,449.9   147.5   549.9 2,034.6   693.0 1,327.5 1,086.0 - 

令和3年 度 10,000.0 1,302.0 1,617.0   327.0   135.8   108.2   134.6   115.4   125.0    66.1   122.6   474.9 1,264.7   146.7   417.2 2,061.8   782.6 1,276.7 1,240.7 - 

平成30年度   1.4   7.6   0.7 ▲ 10.1   8.4   9.5   3.0 ▲ 8.8   2.8 ▲ 3.0  40.8 ▲ 2.3 ▲ 3.5 ▲ 4.5 ▲ 1.5   3.2 ▲ 0.5   5.1   6.0 ▲ 0.2

平成31年度 ▲ 7.9   0.2 ▲ 21.1 ▲ 1.8 ▲ 20.9 ▲ 31.9 ▲ 28.5 ▲ 20.1 ▲ 31.2 ▲ 37.1 ▲ 20.9 ▲ 9.5 ▲ 11.4 ▲ 7.2 ▲ 14.0   4.5 8.8   2.2 ▲ 11.7 ▲ 14.9

令和2年 度 ▲ 21.3 ▲ 2.4 ▲ 26.1 ▲ 24.0 ▲ 26.8 ▲ 8.8 ▲ 41.6 ▲ 22.1 ▲ 30.7 ▲ 31.0 ▲ 45.8 ▲ 27.0 ▲ 24.1 ▲ 24.8 ▲ 33.6 ▲ 15.9 ▲ 16.3 ▲ 15.3 ▲ 22.9 ▲ 28.0

平成30年 ４月  10.6   6.1  24.1   4.7   0.7  78.8  45.9  49.5  40.3   5.8   2.9   6.0   3.0 ▲ 18.3   9.1  11.6   6.5  13.2  26.4  20.2 

５月   8.5   7.7  23.7   7.5  19.0   6.3  50.0   9.8  23.6  45.8 146.9 ▲ 14.0   2.4 ▲ 20.4 ▲ 3.8  12.2   7.6  14.8  17.8  29.3 

６月 ▲ 5.9   0.8   3.6 ▲ 11.3  31.9  78.5 ▲ 19.1 ▲ 19.0 ▲ 11.7  54.8  47.2 ▲ 6.2 ▲ 18.0 25.2 ▲ 1.6 ▲ 6.5 ▲ 4.5 ▲ 7.4 ▲ 3.6   5.4 

７月 10.3  11.3   8.6 4.2   6.5  16.2 38.0 ▲ 24.5 ▲ 17.7  43.1  30.2 ▲ 4.9 6.1 ▲ 15.2 3.4 7.4 7.3 6.6 32.1  19.2 

８月 6.9  20.2   5.8 ▲ 19.1   8.6  15.1 ▲ 2.6 25.5 20.3 ▲ 10.5 148.7 15.9 ▲ 1.3 ▲ 21.3 ▲ 5.4 13.3 4.3 19.1 30.7  59.7 

９月 ▲ 6.7   0.3   4.7 13.1  35.6 ▲ 9.6 ▲ 19.6 ▲ 22.0 2.9 ▲ 3.7  88.2 1.6 ▲ 16.1 24.1 ▲ 18.9 ▲ 10.9 ▲ 2.3 ▲ 13.7 ▲ 2.5 ▲ 6.6

１０月 7.5  14.8 ▲ 3.8 ▲ 20.0   3.6 2.4 27.4 ▲ 36.3 30.8 36.7  31.4 ▲ 10.9 19.8 ▲ 14.5 7.2 12.7 ▲ 2.3 19.6 6.7 ▲ 11.2

１１月 ▲ 3.7   8.2 ▲ 1.4 ▲ 45.1   8.1 13.5 ▲ 21.3 34.1 33.3 ▲ 17.1  45.1 ▲ 4.6 ▲ 12.4 ▲ 9.1 ▲ 3.9 ▲ 4.1 ▲ 6.7 ▲ 2.1 ▲ 0.4 ▲ 1.5

１２月 0.5   2.4 5.9 3.2  18.4 ▲ 6.9 ▲ 17.1 19.8 40.0 ▲ 21.3  69.0 ▲ 2.0 ▲ 15.3 18.5 ▲ 4.2 6.2 ▲ 0.6 10.5 ▲ 10.9 ▲ 32.1

平成31年 １月 ▲ 1.1  19.8 ▲ 17.4 ▲ 33.5   0.7 ▲ 28.9 ▲ 0.5 ▲ 17.6 ▲ 28.5 ▲ 11.1   2.2 ▲ 4.4 12.5 ▲ 26.3 ▲ 9.2 2.1 ▲ 0.7 3.5 ▲ 5.0 ▲ 15.4

２月 ▲ 0.8   4.0 ▲ 18.1 ▲ 19.6 ▲ 26.7 21.1 ▲ 3.5 ▲ 51.9 ▲ 13.2 ▲ 32.7 ▲ 31.6 2.3 1.3 16.9 11.1 ▲ 1.8 ▲ 0.5 ▲ 4.5 7.3 14.0

３月 ▲ 6.8   1.5 ▲ 17.1 7.5 7.8 ▲ 15.3 ▲ 22.7 ▲ 33.8 ▲ 36.0 ▲ 47.6 38.8 ▲ 3.6 ▲ 18.1 7.0 2.9 ▲ 2.5 ▲ 11.9 3.6 ▲ 11.8 ▲ 38.0

４月 ▲ 7.1  12.1 ▲ 16.9 ▲ 17.6 ▲ 9.3 ▲ 60.8 ▲ 18.1 ▲ 33.1 ▲ 13.0   1.8  26.8 ▲ 9.9 ▲ 4.2 ▲ 18.5 ▲ 15.0 ▲ 1.3   3.2 ▲ 2.6 ▲ 7.1 ▲ 5.0

令和1年 ５月 ▲ 7.5 ▲ 1.5 ▲ 27.6 0.6 ▲ 22.9 ▲ 9.8 ▲ 30.6 ▲ 60.2 ▲ 7.2 ▲ 57.0 ▲ 21.5 ▲ 5.9 ▲ 16.7 17.7 12.3 2.2   3.3 ▲ 0.5 ▲ 15.5 ▲ 26.2

６月 ▲ 5.2 6.2 ▲ 20.5 4.2 ▲ 19.7 ▲ 29.3 ▲ 30.4 ▲ 33.0 ▲ 41.2 ▲ 30.8 10.3 15.0 ▲ 9.7 9.5 ▲ 11.0 8.5 ▲ 3.8 15.4 ▲ 17.8 ▲ 33.9

７月 ▲ 7.0 14.6 ▲ 15.2 ▲ 8.2 ▲ 23.0 ▲ 36.1 ▲ 37.2 43.8 ▲ 25.9 ▲ 26.0 23.2 ▲ 9.9 ▲ 8.9 ▲ 31.8 ▲ 6.3 7.5 20.0 1.9 ▲ 17.0 ▲ 17.0

８月 ▲ 8.6 ▲ 11.8 ▲ 26.1 4.2 ▲ 11.5 ▲ 36.1 37.5 ▲ 65.9 ▲ 31.7 ▲ 53.9 ▲ 56.7 ▲ 18.1 ▲ 0.2 7.1 ▲ 1.8 ▲ 4.4 ▲ 6.9 ▲ 5.2 ▲ 18.0 ▲ 30.6

９月 ▲ 0.4 11.4 ▲ 21.3 3.3 ▲ 35.0 ▲ 19.4 ▲ 28.3 ▲ 16.7 ▲ 37.1 ▲ 31.6 ▲ 18.0 4.8 ▲ 11.9 11.7 ▲ 22.0 26.5 14.0 32.5 ▲ 3.7 ▲ 19.5

１０月 ▲ 8.0 1.9 ▲ 12.0 16.6 ▲ 22.3 ▲ 39.1 ▲ 45.0 64.0 ▲ 43.5 ▲ 42.7 ▲ 37.2 ▲ 18.2 ▲ 18.3 ▲ 10.3 ▲ 11.4 ▲ 4.0 ▲ 1.5 ▲ 5.2 0.2 34.4

１１月 ▲ 7.4 ▲ 14.8 ▲ 29.2 8.3 ▲ 10.2 ▲ 22.8 ▲ 6.3 ▲ 48.2 ▲ 41.2 ▲ 44.1 ▲ 40.5 ▲ 21.0 6.5 ▲ 4.2 2.3 2.3 3.6 ▲ 0.2 ▲ 14.7 ▲ 25.2

１２月 ▲ 4.0 11.9 ▲ 21.4 0.3 ▲ 34.1 ▲ 20.2 ▲ 13.2 ▲ 20.7 ▲ 40.4 ▲ 5.1 ▲ 39.2 4.8 ▲ 15.5 0.5 ▲ 15.8 13.6 17.3 12.4 12.5 15.6

令和2年 １月 ▲ 18.3 ▲ 12.8 ▲ 19.1 9.2 ▲ 24.6 ▲ 16.5 ▲ 71.6 48.5 ▲ 27.4 ▲ 15.3 ▲ 45.7 ▲ 17.8 ▲ 28.5 ▲ 40.2 ▲ 20.5 ▲ 9.2 ▲ 17.8 ▲ 4.8 ▲ 31.6 ▲ 42.7

２月 ▲ 7.4 ▲ 16.3 ▲ 28.4 ▲ 23.3 6.8 ▲ 30.4 ▲ 40.9 ▲ 38.7 ▲ 53.8 ▲ 80.3 3.7 ▲ 21.4 ▲ 2.4 ▲ 2.9 ▲ 30.1 20.7 59.9 ▲ 0.8 ▲ 21.6 ▲ 30.2

３月 ▲ 13.3 ▲ 4.2 ▲ 18.2 ▲ 14.9 ▲ 35.6 ▲ 45.7 ▲ 15.5 ▲ 31.4 2.9 ▲ 25.5 ▲ 19.4 ▲ 11.5 ▲ 23.0 ▲ 19.7 ▲ 43.0 ▲ 1.1 10.8 ▲ 6.7 ▲ 1.8 19.6

４月 ▲ 33.4 ▲ 18.0 ▲ 43.4 ▲ 39.3 ▲ 35.8  48.2 ▲ 74.7  14.1 ▲ 38.3 ▲ 60.7 ▲ 80.0 ▲ 44.4 ▲ 39.4 ▲ 45.5 ▲ 51.6 ▲ 24.5 ▲ 28.0 ▲ 22.8 ▲ 42.7 ▲ 62.5

５月 ▲ 32.5 ▲ 13.4 ▲ 45.3 ▲ 41.7 ▲ 30.4 ▲ 64.1 ▲ 57.8 ▲ 55.1 ▲ 63.8 ▲ 71.2 ▲ 51.6 ▲ 29.0 ▲ 21.4 ▲ 12.8 ▲ 57.0 ▲ 17.6 ▲ 9.0 ▲ 21.2 ▲ 40.7 ▲ 45.5

６月 ▲ 19.0 ▲ 5.2 ▲ 33.9 ▲ 30.6 ▲ 30.8 ▲ 36.6 ▲ 28.2 ▲ 49.2 ▲ 42.5 ▲ 53.3 ▲ 84.9 ▲ 30.4 ▲ 25.8 ▲ 38.8 ▲ 34.1 ▲ 3.4 ▲ 3.0 ▲ 4.0 ▲ 34.3 ▲ 66.2

７月 ▲ 32.7 ▲ 11.4 ▲ 40.8 ▲ 28.4 ▲ 5.3 ▲ 30.8 ▲ 65.7 ▲ 29.6 ▲ 53.5 ▲ 55.6 ▲ 79.2 ▲ 31.3 ▲ 38.8 ▲ 17.8 ▲ 47.0 ▲ 25.5 ▲ 27.6 ▲ 24.9 ▲ 49.4 ▲ 73.5

８月 ▲ 25.8 ▲ 2.4 ▲ 38.0 ▲ 19.5 ▲ 35.6 ▲ 48.7 ▲ 77.9 ▲ 12.8 ▲ 52.6 ▲ 61.7 ▲ 57.1 ▲ 36.1 ▲ 13.4 ▲ 38.5 ▲ 50.0 ▲ 20.8 ▲ 21.9 ▲ 18.8 ▲ 35.3 ▲ 45.1

９月 ▲ 23.1 ▲ 3.2 ▲ 30.6 ▲ 38.2 ▲ 21.0 ▲ 20.5 ▲ 33.0 ▲ 37.5 ▲ 10.0 ▲ 48.1 ▲ 57.1 ▲ 34.0 ▲ 32.4 ▲ 36.8 ▲ 18.4 ▲ 8.4 ▲ 3.2 ▲ 10.5 ▲ 29.7 ▲ 40.7

１０月 ▲ 26.3 ▲ 8.8 ▲ 28.1 ▲ 27.2 ▲ 39.7 ▲ 9.0 ▲ 21.7 ▲ 29.8 ▲ 36.5 ▲ 12.8 ▲ 25.4 ▲ 31.2 ▲ 33.2 ▲ 23.6 ▲ 29.0 ▲ 7.6 0.7 ▲ 10.5 ▲ 50.6 ▲ 69.0

１１月 ▲ 12.9 12.9 ▲ 11.3 24.6 ▲ 37.1 ▲ 34.6 ▲ 60.6 ▲ 20.3 ▲ 28.7 21.1 11.4 ▲ 25.2 ▲ 10.1 ▲ 9.6 ▲ 31.1 ▲ 19.4 ▲ 15.3 ▲ 20.6 ▲ 0.7 12.4

１２月 ▲ 24.6 ▲ 5.1 ▲ 32.0 ▲ 35.0 ▲ 24.5 ▲ 33.3 ▲ 46.6 ▲ 54.2 ▲ 18.8 ▲ 28.6 ▲ 63.0 ▲ 27.6 ▲ 28.8 ▲ 33.7 ▲ 20.9 ▲ 24.6 ▲ 22.6 ▲ 25.8 ▲ 15.6 ▲ 7.8

令和3年 １月 ▲ 5.6 2.5 ▲ 7.7 ▲ 13.6 ▲ 1.9 14.5 71.9 ▲ 41.2 ▲ 17.1 ▲ 9.8 4.0 0.9 ▲ 18.4 62.0 ▲ 26.1 5.9 26.3 ▲ 2.9 22.3 75.3

２月 ▲ 14.5 25.5 15.1 1.0 ▲ 19.1 66.3 16.9 134.2 23.0 23.1 1.8 ▲ 19.4 ▲ 17.2 ▲ 22.4 ▲ 31.1 ▲ 30.5 ▲ 46.0 ▲ 15.2 13.5 42.5

３月 0.6 11.9 3.6 ▲ 8.7 ▲ 31.0 109.8 4.1 18.6 0.9 53.7 6.7 ▲ 5.3 ▲ 2.5 ▲ 23.8 25.4 ▲ 10.8 ▲ 14.2 ▲ 8.6 13.9 34.1

４月  21.5  11.9  50.4  21.4  28.4   8.4 133.3 ▲ 15.0  79.3 150.0 466.7  65.3   8.0  54.4   6.1  29.4  63.2  15.2  66.7 184.7 

４月～４月計  21.5  11.9  50.4  21.4  28.4   8.4 133.3 ▲ 15.0  79.3 150.0 466.7  65.3   8.0  54.4   6.1  29.4  63.2  15.2  66.7 184.7 

注） 求人ウェイトは、当該年度における新規求人数の累計を10,000として各産業別新規求人数を指数化

職業紹介・
労働者派遣業

社会保険福祉
介護事業

電気機械 情報通信 輸送機械
運輸業,
郵便業

卸・小売

主要産業別新規求人の動向（新規学卒を除きパートタイムを含む）　〈令和3年4月分〉

項　目

全産業 建設業 製造業

金融,保険
業、

不動産,
物品賃貸業

宿泊業,
飲食

サービス業
医療・福祉 サービス業

食料品等 繊維関係 金属製品
生産用

機械器具
電子部品 医療業
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時 系 列 令和3年４月分

項  目

年 月 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計

平成28年度平均 5,100 4,948 18,449 18,128 9,397 8,347 24,915 22,318 7,145 6,571 2,219 1,996 2,143 1,937 1.84 1.69 1.35 1.23 43.52 40.35 22.80 23.20

平成29年度平均 4,850 4,709 17,192 16,894 10,077 8,871 27,303 24,290 6,220 5,737 2,133 1,915 2,072 1,871 2.08 1.88 1.59 1.44 43.98 40.66 20.57 21.09

平成30年度平均 4,741 4,618 17,088 16,830 10,219 9,140 28,023 25,253 5,894 5,462 2,065 1,866 2,009 1,825 2.16 1.98 1.64 1.50 43.56 40.41 19.66 19.96

平成31年度平均 4,709 4,585 17,587 17,322 9,411 8,624 25,822 23,898 5,797 5,413 1,979 1,803 1,916 1,756 2.00 1.88 1.47 1.38 42.03 39.32 20.36 20.37

令和2年 度平均 4,317 4,216 18,039 17,756 7,406 6,768 19,965 18,504 5,104 4,692 1,625 1,450 1,582 1,422 1.72 1.61 1.11 1.04 37.65 34.39 21.36 21.01

平成31年 ４月 6,063 5,843 18,615 18,319 10,277 9,268 27,021 24,859 6,325 5,993 2,110 1,973 2,046 1,927 1.70 1.59 1.45 1.36 34.80 33.77 19.91 20.79

令和1年 ５月 4,775 4,623 18,422 18,052 9,239 8,357 26,506 24,255 5,715 5,340 2,158 1,970 2,076 1,912 1.93 1.81 1.44 1.34 45.19 42.61 22.47 22.88

６月 4,151 4,098 17,335 17,112 9,365 8,618 26,178 23,935 5,541 5,188 2,005 1,810 1,934 1,753 2.26 2.10 1.51 1.40 48.30 44.17 20.65 20.34

７月 4,882 4,862 17,452 17,355 9,971 9,270 25,856 24,010 6,043 5,642 1,983 1,809 1,946 1,782 2.04 1.91 1.48 1.38 40.62 37.21 19.52 19.22

８月 3,986 3,958 16,989 16,919 9,214 8,447 25,937 24,148 5,171 4,827 1,693 1,552 1,628 1,504 2.31 2.13 1.53 1.43 42.47 39.21 17.67 17.81

９月 4,452 4,390 17,224 17,116 9,980 9,076 26,659 24,709 5,582 5,196 1,934 1,739 1,850 1,682 2.24 2.07 1.55 1.44 43.44 39.61 18.54 18.53

１０月 4,592 4,535 17,235 17,090 10,427 9,402 27,052 24,850 5,775 5,345 1,983 1,792 1,931 1,751 2.27 2.07 1.57 1.45 43.18 39.51 18.52 18.62

１１月 4,053 3,931 16,894 16,695 8,423 7,544 25,854 23,828 5,331 4,867 1,786 1,618 1,726 1,576 2.08 1.92 1.53 1.43 44.07 41.16 20.49 20.89

１２月 4,132 3,742 16,501 15,984 9,364 8,511 25,444 23,353 4,514 4,038 1,724 1,490 1,671 1,450 2.27 2.27 1.54 1.46 41.72 39.82 17.84 17.04

令和2年 １月 5,181 4,915 17,122 16,459 8,584 8,034 23,952 22,370 5,120 4,734 1,440 1,246 1,369 1,199 1.66 1.63 1.40 1.36 27.79 25.35 15.95 14.92

２月 5,219 5,164 18,190 17,847 9,313 8,761 25,128 23,586 7,005 6,688 1,657 1,498 1,591 1,454 1.78 1.70 1.38 1.32 31.75 29.01 17.08 16.60

３月 5,024 4,955 19,070 18,912 8,779 8,200 24,280 22,878 7,447 7,102 3,278 3,134 3,224 3,086 1.75 1.65 1.27 1.21 65.25 63.25 36.72 37.63

４月 5,525 5,338 18,435 18,162 6,844 6,261 21,088 19,685 4,990 4,690 1,637 1,539 1,591 1,507 1.24 1.17 1.14 1.08 29.63 28.83 23.25 24.07

５月 3,964 3,856 18,000 17,666 6,238 5,783 18,461 17,221 4,197 3,858 1,379 1,223 1,325 1,188 1.57 1.50 1.03 0.97 34.79 31.72 21.24 20.54

６月 4,440 4,386 17,803 17,431 7,581 7,130 18,465 17,305 5,200 4,879 1,642 1,479 1,565 1,419 1.71 1.63 1.04 0.99 36.98 33.72 20.64 19.90

７月 4,237 4,208 17,687 17,485 6,710 6,210 18,422 17,317 5,099 4,740 1,598 1,436 1,551 1,404 1.58 1.48 1.04 0.99 37.72 34.13 23.11 22.61

８月 3,698 3,674 17,683 17,556 6,836 6,402 18,739 17,689 4,628 4,310 1,376 1,240 1,339 1,212 1.85 1.74 1.06 1.01 37.21 33.75 19.59 18.93

９月 4,254 4,198 18,239 18,107 7,672 7,125 19,462 18,311 5,348 4,998 1,640 1,482 1,602 1,459 1.80 1.70 1.07 1.01 38.55 35.30 20.88 20.48

１０月 4,409 4,333 18,610 18,454 7,689 7,084 20,219 18,948 5,278 4,795 1,667 1,471 1,607 1,438 1.74 1.63 1.09 1.03 37.81 33.95 20.90 20.30

１１月 3,759 3,696 18,382 18,202 7,336 6,276 20,197 18,329 4,532 3,970 1,532 1,336 1,492 1,307 1.95 1.70 1.10 1.01 40.76 36.15 20.34 20.83

１２月 3,329 3,043 17,342 16,936 7,061 6,342 20,105 18,144 3,997 3,453 1,497 1,246 1,474 1,227 2.12 2.08 1.16 1.07 44.97 40.95 20.88 19.35

令和3年 １月 4,348 4,152 17,128 16,718 8,104 7,339 20,407 18,678 4,515 4,078 1,230 992 1,213 986 1.86 1.77 1.19 1.12 28.29 23.89 14.97 13.44

２月 4,574 4,511 17,988 17,520 7,967 7,316 21,295 19,591 6,228 5,779 1,600 1,453 1,549 1,412 1.74 1.62 1.18 1.12 34.98 32.21 19.44 19.30

３月 5,268 5,201 19,165 18,829 8,833 7,946 22,716 20,825 7,231 6,750 2,707 2,504 2,677 2,503 1.68 1.53 1.19 1.11 51.39 48.14 30.31 31.50

４月 5,907 5,773 19,546 19,286 8,318 7,620 21,782 20,131 5,348 4,985 1,880 1,733 1,831 1,698 1.41 1.32 1.11 1.04 31.83 30.02 22.01 22.28

前年同月増減率

令和2年 ４月 ▲ 8.87 ▲ 8.64 ▲ 0.97 ▲ 0.86 ▲33.40 ▲32.44 ▲21.96 ▲20.81 ▲21.11 ▲21.74 ▲22.42 ▲22.00 ▲22.24 ▲21.80 ▲ 0.46 ▲ 0.42 ▲ 0.31 ▲ 0.28 ▲ 5.17 ▲ 4.94    3.34    3.28 

５月 ▲16.98 ▲16.59 ▲ 2.29 ▲ 2.14 ▲32.48 ▲30.80 ▲30.35 ▲29.00 ▲26.56 ▲27.75 ▲36.10 ▲37.92 ▲36.18 ▲37.87 ▲ 0.36 ▲ 0.31 ▲ 0.41 ▲ 0.37 ▲10.40 ▲10.89 ▲ 1.23 ▲ 2.34

６月 6.96 7.03 2.70 1.86 ▲19.05 ▲17.27 ▲29.46 ▲27.70 ▲ 6.15 ▲ 5.96 ▲18.10 ▲18.29 ▲19.08 ▲19.05 ▲ 0.55 ▲ 0.47 ▲ 0.47 ▲ 0.41 ▲11.32 ▲10.45 ▲ 0.01 ▲ 0.44

７月 ▲13.21 ▲13.45 1.35 0.75 ▲32.70 ▲33.01 ▲28.75 ▲27.88 ▲15.62 ▲15.99 ▲19.42 ▲20.62 ▲20.30 ▲21.21 ▲ 0.46 ▲ 0.43 ▲ 0.44 ▲ 0.39 ▲ 2.90 ▲ 3.08 3.59 3.39

８月 ▲ 7.23 ▲ 7.18 4.08 3.76 ▲25.81 ▲24.21 ▲27.75 ▲26.75 ▲10.50 ▲10.71 ▲18.72 ▲20.10 ▲17.75 ▲19.41 ▲ 0.46 ▲ 0.39 ▲ 0.47 ▲ 0.42 ▲ 5.26 ▲ 5.46 1.92 1.12

９月 ▲ 4.45 ▲ 4.37 5.89 5.79 ▲23.13 ▲21.50 ▲27.00 ▲25.89 ▲ 4.19 ▲ 3.81 ▲15.20 ▲14.78 ▲13.41 ▲13.26 ▲ 0.44 ▲ 0.37 ▲ 0.48 ▲ 0.43 ▲ 4.89 ▲ 4.31 2.34 1.95

１０月 ▲ 3.99 ▲ 4.45 7.98 7.98 ▲26.26 ▲24.65 ▲25.26 ▲23.75 ▲ 8.61 ▲10.29 ▲15.94 ▲17.91 ▲16.78 ▲17.88 ▲ 0.53 ▲ 0.44 ▲ 0.48 ▲ 0.42 ▲ 5.37 ▲ 5.56 2.38 1.68

１１月 ▲ 7.25 ▲ 5.98 8.81 9.03 ▲12.91 ▲16.81 ▲21.88 ▲23.08 ▲14.99 ▲18.43 ▲14.22 ▲17.43 ▲13.56 ▲17.07 ▲ 0.13 ▲ 0.22 ▲ 0.43 ▲ 0.42 ▲ 3.31 ▲ 5.01 ▲ 0.15 ▲ 0.06

１２月 ▲19.43 ▲18.68 5.10 5.96 ▲24.59 ▲25.48 ▲20.98 ▲22.31 ▲11.45 ▲14.49 ▲13.17 ▲16.38 ▲11.79 ▲15.38 ▲ 0.15 ▲ 0.19 ▲ 0.38 ▲ 0.39 3.25 1.13 3.04 2.31

令和3年 １月 ▲16.08 ▲15.52 0.04 1.57 ▲ 5.59 ▲ 8.65 ▲14.80 ▲16.50 ▲11.82 ▲13.86 ▲14.58 ▲20.39 ▲11.40 ▲17.76 0.20 0.14 ▲ 0.21 ▲ 0.24 0.50 ▲ 1.46 ▲ 0.98 ▲ 1.48

２月 ▲12.36 ▲12.65 ▲ 1.11 ▲ 1.83 ▲14.45 ▲16.49 ▲15.25 ▲16.94 ▲11.09 ▲13.59 ▲ 3.44 ▲ 3.00 ▲ 2.64 ▲ 2.89 ▲ 0.04 ▲ 0.08 ▲ 0.20 ▲ 0.20 3.23 3.20 2.36 2.70

３月 4.86 4.96 0.50 ▲ 0.44 0.62 ▲ 3.10 ▲ 6.44 ▲ 8.97 ▲ 2.90 ▲ 4.96 ▲17.42 ▲20.10 ▲16.97 ▲18.89 ▲ 0.07 ▲ 0.12 ▲ 0.08 ▲ 0.10 ▲13.86 ▲15.11 ▲ 6.41 ▲ 6.13

４月  6.91  8.15  6.03  6.19 21.54 21.71  3.29  2.27  7.17  6.29 14.84 12.61 15.08 12.67    0.17    0.15 ▲ 0.03 ▲ 0.04    2.20    1.19 ▲ 1.24 ▲ 1.79

注） 常用計とは、一般の常用と常用的パートタイムとの合計。

新規求人倍率 有効求人倍率 就　職　率　% 充　足　率　%

一般職業紹介状況（新規学卒を除きパートタイムを含む）

新規求職申込件数 月間有効求職者数 紹 介 件 数 就 職 件 数新 規 求 人 数 月間有効求人数 充　足　数
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令和３年４月分 山形労働局

安定所

年 月 一般 常用 一般 常用 一般 常用 一般 常用 一般 常用 一般 常用 一般 常用 一般 常用 一般 常用

平成28年 度 1.35 1.23 1.36 1.21 1.26 1.13 1.41 1.33 1.46 1.39 1.28 1.28 1.25 1.18 1.58 1.35 1.02 0.95

平成29年 度 1.59 1.44 1.54 1.38 1.34 1.20 1.82 1.66 1.99 1.89 1.32 1.31 1.56 1.49 1.87 1.54 1.20 1.10

平成30年 度 1.64 1.50 1.63 1.48 1.38 1.26 1.83 1.67 2.02 1.94 1.31 1.29 1.82 1.72 1.85 1.50 1.25 1.15

平成31年 度 1.47 1.38 1.58 1.48 1.16 1.09 1.66 1.56 1.61 1.54 1.17 1.17 1.43 1.40 1.53 1.29 1.14 1.10

令和2年 度 1.11 1.04 1.13 1.06 0.86 0.83 1.35 1.27 1.37 1.29 1.05 1.05 1.13 1.11 1.00 0.88 0.77 0.75

平成31年 ４月 1.45 1.36 1.50 1.38 1.24 1.19 1.59 1.49 1.58 1.55 1.09 1.14 1.39 1.30 1.65 1.39 1.23 1.15

令和1年 ５月 1.44 1.34 1.54 1.41 1.18 1.13 1.57 1.48 1.50 1.45 1.10 1.19 1.40 1.33 1.65 1.40 1.16 1.08

６月 1.51 1.40 1.62 1.49 1.18 1.11 1.65 1.54 1.64 1.51 1.19 1.23 1.38 1.31 1.80 1.49 1.18 1.12

７月 1.48 1.38 1.59 1.50 1.17 1.10 1.60 1.49 1.70 1.53 1.24 1.25 1.47 1.42 1.54 1.32 1.08 1.05

８月 1.53 1.43 1.64 1.56 1.21 1.14 1.65 1.54 1.82 1.63 1.34 1.27 1.44 1.39 1.45 1.24 1.14 1.11

９月 1.55 1.44 1.66 1.57 1.21 1.15 1.82 1.63 1.75 1.61 1.38 1.29 1.50 1.46 1.45 1.29 1.07 1.04

１０月 1.57 1.45 1.67 1.57 1.21 1.16 1.73 1.57 1.60 1.52 1.44 1.35 1.62 1.58 1.73 1.36 1.26 1.22

１１月 1.53 1.43 1.71 1.58 1.20 1.13 1.71 1.60 1.56 1.53 1.17 1.12 1.55 1.51 1.49 1.27 1.19 1.14

１２月 1.54 1.46 1.76 1.63 1.21 1.14 1.72 1.64 1.57 1.56 1.09 1.10 1.42 1.44 1.56 1.33 1.20 1.21

令和2年 １月 1.40 1.36 1.55 1.48 1.06 1.00 1.60 1.57 1.52 1.54 1.03 1.06 1.30 1.36 1.40 1.24 1.12 1.15

２月 1.38 1.32 1.47 1.41 1.05 0.98 1.68 1.64 1.56 1.56 1.08 1.07 1.36 1.36 1.34 1.11 1.10 1.08

３月 1.27 1.21 1.32 1.26 0.96 0.91 1.60 1.53 1.50 1.47 1.00 1.00 1.35 1.34 1.29 1.04 0.94 0.90

４月 1.14 1.08 1.21 1.14 0.81 0.77 1.39 1.34 1.37 1.34 1.00 1.04 1.16 1.15 1.10 0.89 0.78 0.73

５月 1.03 0.97 1.10 1.04 0.76 0.72 1.11 1.07 1.22 1.18 0.98 1.06 1.05 1.04 0.97 0.84 0.73 0.68

６月 1.04 0.99 1.16 1.10 0.71 0.68 1.11 1.08 1.29 1.20 1.00 1.08 0.98 0.97 0.85 0.77 0.80 0.78

７月 1.04 0.99 1.11 1.06 0.74 0.71 1.21 1.14 1.33 1.19 1.06 1.09 1.05 1.02 0.82 0.75 0.80 0.79

８月 1.06 1.01 1.12 1.07 0.75 0.73 1.25 1.19 1.36 1.23 1.15 1.10 1.03 1.01 0.83 0.78 0.76 0.74

９月 1.07 1.01 1.09 1.03 0.82 0.80 1.30 1.24 1.36 1.26 1.16 1.10 1.09 1.06 0.84 0.78 0.74 0.71

１０月 1.09 1.03 1.10 1.03 0.84 0.82 1.32 1.26 1.40 1.31 1.08 1.01 1.13 1.11 0.91 0.84 0.75 0.74

１１月 1.10 1.01 1.10 0.99 0.90 0.84 1.38 1.30 1.40 1.29 1.03 0.96 1.15 1.09 1.01 0.87 0.68 0.65

１２月 1.16 1.07 1.17 1.05 0.92 0.87 1.49 1.40 1.41 1.34 1.03 1.01 1.21 1.20 1.13 0.98 0.74 0.72

令和3年 １月 1.19 1.12 1.16 1.09 1.01 0.95 1.53 1.42 1.48 1.39 1.07 1.10 1.22 1.19 1.21 1.06 0.77 0.77

２月 1.18 1.12 1.13 1.05 1.07 1.03 1.58 1.46 1.44 1.38 1.01 1.03 1.21 1.22 1.19 1.04 0.81 0.81

３月 1.19 1.11 1.12 1.03 1.05 1.01 1.57 1.42 1.43 1.38 1.08 1.06 1.28 1.27 1.17 0.98 0.85 0.83

４月 1.11 1.04 1.05 0.98 0.97 0.94 1.46 1.36 1.32 1.26 0.93 0.94 1.22 1.19 1.21 0.99 0.78 0.75

月別・公共職業安定所別  有効求人倍率推移（新規学卒を除きパートタイムを含む）

県 山  形 米  沢 酒  田 鶴  岡 新  庄 長  井 村  山 寒河江
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平均

都道府県別有効求人倍率：季節調整値

(新規学卒者を除きパートタイムを含む）

令和3年4月全国平均 1.09倍[原数値1.04倍]

(注)季節調整値計算(季節調整値替え)は、毎年過去１年分のデータが揃う年初に行われ、季節調整値済系列が改定される。

(資料出所)厚生労働省「職業安定業務統計」

(倍)
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※用語の定義

★一般

常用及び臨時・季節を併せたものをいう。

☆常用

雇用契約において、雇用期間の定めがないか、又は４か月以上の雇用期間が定められ

ているものをいう。（季節的労働を除く）

☆臨時・季節

臨時とは、雇用契約において１か月以上４か月未満の雇用期間が定められている仕

事（労働）をいい、季節とは、季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用

して一定の期間を定めて就労（労働）するものをいう。

★パートタイム

１日、１週間又は１か月の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者

の所定労働時間に比し相当程度短いものをいう。

☆常用的パートタイム

パートタイムのうち、雇用期間の定めがないか、又は４か月以上の雇用期間が定め

られているものをいう。

☆臨時的パートタイム

パートタイムのうち、１か月以上４か月未満の雇用期間が定められているか、又は

季節的に一定期間を定めて就労するものをいう。

★常用計

一般の常用と常用的パートタイムとの合計。

★正社員

雇用形態が、非正社員（臨時、パートタイム、派遣、契約社員、準社員、嘱託など）

以外のもの。

★新規求人数

期間中に新たに受理した求人数をいう。

★月間有効求人数

｢前月から繰越された有効求人数｣と当月の｢新規求人数｣の合計数をいう。

★紹介件数

求職者と求人の結合を図るため、自安定所で行った紹介の件数（他安定所受理求人

への紹介も含む。）をいう。

★就職件数

自安定所の求職者が、安定所の紹介により就職した件数をいう。

★県外への就職件数

就職先事業所の所在地が、自都道府県の管轄区域外にある場合の就職件数をいう。就

職した求職者の住所の如何を問わない。

★充足数

自安定所の有効求人が、安定所（他安定所も含む）の紹介により求職者と結合した

件数をいう。

★雇用保険受給者

雇用保険の受給資格決定後、所定給付日数分の基本手当の支給（広域・訓練の各延長

給付等を含む）を終了するまでの者をいい、この数には、高年齢等受給資格者及び短

期特例受給資格者は含まない。

★受給者実人員

雇用保険の基本手当を実際に受けた受給資格者の実数をいう。
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2021年 4月度

2021年04月 2020年04月

月 間 有 効 月 間 有 効

求人倍率 1.04 1.08 ▲ 0.04 P
求 人 数 20,131 19,685  2.3 

求職者数 19,286 18,162  6.2 

求人倍率 1.56 1.79 ▲ 0.23 P
求 人 数 56 59 ▲ 5.1

求職者数 36 33 9.1

求人倍率 1.94 2.11 ▲ 0.17 P
求 人 数 3,429 3,427  0.1 

求職者数 1,767 1,623  8.9 

求人倍率 0.46 0.51 ▲ 0.05 P
求 人 数 1,848 1,962 ▲ 5.8

求職者数 3,999 3,877 3.1

求人倍率 1.96 2.26 ▲ 0.30 P
求 人 数 2,245 2,525 ▲11.1

求職者数 1,143 1,117 2.3

求人倍率 1.98 2.59 ▲ 0.61 P
求 人 数 3,685 4,180 ▲11.8

求職者数 1,857 1,615 15.0

求人倍率 5.93 4.35  1.58 P 
求 人 数 427 483 ▲11.6

求職者数 72 111 ▲35.1

求人倍率 1.60 1.94 ▲ 0.34 P
求 人 数 385 378  1.9 

求職者数 240 195 23.1 

求人倍率 1.56 1.26  0.30 P 
求 人 数 3,396 2,585 31.4 

求職者数 2,172 2,052  5.8 

求人倍率 1.88 1.89 ▲ 0.01 P
求 人 数 1,096 984 11.4 

求職者数 582 521 11.7 

求人倍率 6.12 5.18  0.94 P 
求 人 数 1,880 1,559 20.6 

求職者数 307 301  2.0 

求人倍率 0.56 0.53  0.03 P 
求 人 数 1,684 1,543  9.1 

求職者数 3,013 2,934  2.7 

求人倍率 - - - 
求 人 数 0 0 - 

求職者数 4,098 3,783  8.3 

生 産 工 程 の
　職　業

輸送・機械運転
の　職　業

そ の 他

専 門 的・技
術 的 職 業

事 務 的 職 業

販 売 の 職 業

サ ー ビ ス の
職 業

保 安 の 職 業

農 林 漁 業 の
職　業

建 設・採 掘
の　職　業

運搬・清掃等
の　職　業

管 理 的 職 業

求人・求職バランスシート[有効分]
(学卒を除きﾊﾟｰﾄを含む常用)

山形労働局職業安定部

職種別

合  計

増 減 率
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令和3年４月分

項 目

安定所

常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計 常用計

県 5,907 5,773 19,546 19,286 8,318 7,620 21,782 20,131 5,348 4,985 1,880 1,733 1,831 1,698 1.41 1.32 1.11 1.04

山　形 2,073 2,047 7,131 7,070 2,888 2,688 7,518 6,946 2,130 2,009 547 512 536 504 1.39 1.31 1.05 0.98

米　沢 799 791 2,676 2,659 983 949 2,584 2,511 698 675 278 267 260 253 1.23 1.20 0.97 0.94

酒　田 758 738 2,328 2,292 1,228 1,118 3,407 3,121 657 593 242 208 254 220 1.62 1.51 1.46 1.36

鶴　岡 703 691 2,179 2,147 1,072 1,003 2,885 2,702 560 501 250 211 240 207 1.52 1.45 1.32 1.26

新　庄 457 424 1,334 1,285 485 470 1,246 1,205 348 318 194 188 157 151 1.06 1.11 0.93 0.94

長　井 275 271 914 906 385 352 1,118 1,077 262 253 126 121 126 122 1.40 1.30 1.22 1.19

村　山 480 454 1,618 1,578 851 645 1,962 1,555 377 339 151 139 144 133 1.77 1.42 1.21 0.99

寒河江 362 357 1,366 1,349 426 395 1,062 1,014 316 297 92 87 114 108 1.18 1.11 0.78 0.75

注） 常用計とは、一般の常用と常用的パートタイムとの合計。

新規求職申込件数 月間有効求職者数 新 規 求 人 数 月間有効求人数 紹 介 件 数 就 職 件 数 充　足　数 新規求人倍率

安定所別一般職業紹介状況（新規学卒を除きパートタイムを含む）

有効求人倍率 
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項　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考
時間額 654円 665円 680円 696円 717円 739円 763円 790円 793円

　引上げ額 7円 11円 15円 16円 21円 22円 24円 27円 3円
　引上げ率 1.08% 1.68% 2.26% 2.35% 3.02% 3.07% 3.25% 3.54% 0.38%
未満率 1.18% 1.38% 1.24% 0.80% 0.75% 1.30% 1.30% 1.20% 1.80%
影響率 2.24% 3.04% 3.79% 3.39% 4.16% 7.40% 8.30% 10.70% 5.30%

改正発効日 H24.10.24 H25.10.24 H26.10.17 H27.10.16 H28.10.7 H29.10.6 H30.10.1 R1.10.1 R2.10.3

時間額 745円 754円 768円 783円 798円 816円 837円 859円 862円
　引上げ額 6円 9円 14円 15円 15円 18円 21円 22円 3円
　引上げ率 0.81% 1.21% 1.86% 1.95% 1.92% 2.26% 2.57% 2.63% 0.35%
未満率 1.68% 2.87% 0.76% 5.17% 2.69% 7.80% 7.30% 4.70% 7.00%
影響率 1.94% 3.46% 0.88% 6.18% 4.19% 10.50% 9.80% 6.10% 7.30%

効力発効日 H24.12.25 H25.12.25 H26.12.25 H27.12.25 H28.12.25 H29.12.25 H30.12.25 R1.12.25 R2.12.25
時間額 731円 740円 753円 767円 782円 800円 821円 843円 846円

　引上げ額 5円 9円 13円 14円 15円 18円 21円 22円 3円
　引上げ率 0.69% 1.23% 1.76% 1.86% 1.96% 2.30% 2.63% 2.68% 0.36%
未満率 4.42% 4.10% 3.86% 6.33% 6.90% 15.30% 7.50% 7.10% 12.60%
影響率 5.04% 4.66% 6.16% 10.06% 10.51% 18.50% 12.90% 13.60% 13.20%

効力発効日 H24.12.25 H25.12.25 H26.12.25 H27.12.25 H28.12.25 H29.12.25 H30.12.25 R1.12.25 R2.12.25
時間額 747円 756円 769円 782円 797円 815円 836円 858円 861円

　引上げ額 6円 9円 13円 13円 15円 18円 21円 22円 3円
　引上げ率 0.81% 1.20% 1.72% 1.69% 1.92% 2.26% 2.58% 2.63% 0.35%
未満率 3.28% 4.19% 4.38% 9.73% 0.59% 4.80% 5.80% 12.80% 10.60%
影響率 4.13% 5.62% 6.67% 13.61% 0.79% 8.90% 7.20% 15.40% 12.30%

効力発効日 H24.12.25 H25.12.25 H26.12.25 H27.12.25 H28.12.25 H29.12.25 H30.12.25 R1.12.25 R2.12.25
時間額 749円 758円 772円 786円 801円 819円 840円 862円 865円

　引上げ額 6円 9円 14円 14円 15円 18円 21円 22円 3円
引上げ率 0.81% 1.20% 1.85% 1.81% 1.91% 2.25% 2.56% 2.62% 0.35%
未満率 1.04% 3.83% 0.59% 2.02% 2.19% 0.00% 2.40% 0.00% 3.40%
影響率 1.30% 4.31% 1.28% 2.75% 2.79% 1.10% 2.40% 1.80% 3.70%

効力発効日 H24.12.25 H25.12.25 H26.12.25 H27.12.25 H28.12.25 H29.12.25 H30.12.25 R1.12.25 R2.12.25

山形県の最低賃金の推移

件　名

自
動
車
・
同

附
属
品
製
造

業

自
動
車
整
備
業

山
形
県
最
低
賃
金

ポ
ン
プ
・
圧
縮
機

器

、
一
般
産
業
用

機
械
・
装
置
等
製

造
業

（
略
称

）

電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回

路

、
電
気
機
械
器

具

、
情
報
通
信
機

械
器
具
製
造
業
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山形労働局　作成

資　　　　料

山形 東京 全国 対東京 対全国 山形 東京 全国 対東京 対全国 山形 東京 全国 対東京 対全国 山形 東京 全国 対東京 対全国 山形 東京 全国 対東京 対全国

717 932 823 76.9 87.1 739 958 848 77.1 87.1 763 985 874 77.5 87.3 790 1,013 901 78.0 87.7 793 1,013 902 78.3 87.9

(215) (106) (219) (109) (222) (111) (223) (111) (220) (109) 

第１・20分位数　(各年6月分) 720 900 - 80.0 - 720 940 - 76.6 - 750 960 - 78.1 - 763 990 - 77.1 - 790 1,013 - 78.0 -

第１・10分位数　(各年6月分) 750 919 - 81.6 - 750 950 - 78.9 - 776 980 - 79.2 - 781 1,000 - 78.1 - 800 1,020 - 78.4 -

第１ ・ 4分位数　(各年6月分) 831 1,000 - 83.1 - 830 1,050 - 79.0 - 850 1,075 - 79.1 - 850 1,070 - 79.4 - 860 1,108 - 77.6 -

 中　 　位 　 数  (各年6月分) 1,009 1,310 - 77.0 - 991 1,376 - 72.0 - 1,032 1,382 - 74.7 - 1,026 1,350 - 76.0 - 1,014 1,397 - 72.6 -

933 1,236 1,054 75.5 88.5 918 1,293 1,074 71.0 85.5 932 1,310 1,105 71.1 84.3 968 1,339 1,127 72.3 85.9

1,116 1,130 1,171 1,184 1,157 1,706 1,321 67.8 87.6

男子高卒初任給 (所定内月
額)

【注4】
152,300 175,100 163,500 87.0 93.1 153,800 174,000 164,200 88.4 93.7 153,100 175,300 166,600 87.3 91.9 158,200 176,900 168,900 89.4 93.7 163,600 181,900 179,500 89.9 91.1

女子高卒初任給 (所定内月
額)

【注4】
142,900 170,000 157,200 84.1 90.9 145,100 169,900 158,400 85.4 91.6 148,900 174,400 162,300 85.4 91.7 154,800 180,200 164,600 85.9 94.0 158,700 186,700 174,600 85.0 90.9

【注1】 格差（％）は、東京または全国の実額に対する山形の割合。（＝ 「山形」 ／ 「東京又は全国」 × 100 ）

【注2】 差額（円）は、山形県最低賃金と東京・全国との差額。

【注3】パートターム労働者の賃金について、令和元年度までは賃金が著しく高い労働者（医師、大学教授等）を集計対象から除いていたが、令和2年度より短時間労働者全体を集計対象としたもの。下段の数値は令和2年と同じ集計方法で推計した数値。

【注4】令和元年度までの「初任給額」は通勤手当を除いた額。令和2年から「新規学卒者の賃金」として通勤手当が含まれる。

山形県の賃金水準【東京及び全国との格差】

項　　　目

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

実額（円）
格差（％）

（差額（円））
実額（円）

格差（％）
（差額（円））

格差（％）
（差額（円））

実額（円）
格差（％）

（差額（円））

地域別最低賃金 時　　間　　額

実額（円）
格差（％）

（差額（円））
実額（円）

最低賃金に関する基礎
調査  （地域別最賃対象産業

計、規模計、男女計）

1人１ｶ月当たり所定内賃
金額

賃金構造基本統計調査
（産業計、企業規模10人以

上）　　　　１人当たり平均額

女子ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者の
所定内時間額【注3】

資料№４－２
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資料№４－３

H28 H29 H30 R１ R２

最賃額 717円 739円 763円 790円 793円

引上げ額 21円 22円 24円 27円 3円

引上げ率 3.02% 3.07% 3.25% 3.54% 0.38%

目安比較 +0円 +0円 +1円 +1円 +3円

最賃額 748円 772円 798円 824円 825円

引上げ額 22円 24円 26円 26円 1円

引上げ率 3.03% 3.21% 3.37% 3.26% 0.12%

目安比較 +0円 +0円 +1円 +0円 +1円

最賃額 726円 748円 772円 798円 800円

引上げ額 21円 22円 24円 26円 2円

引上げ率 2.98% 3.03% 3.21% 3.37% 0.25%

目安比較 +0円 +0円 +1円 +0円 +2円

最賃額 716円 738円 762円 790円 793円

引上げ額 21円 22円 24円 28円 3円

引上げ率 3.02% 3.07% 3.25% 3.67% 0.38%

目安比較 +0円 +0円 +1円 +2円 +3円

最賃額 716円 738円 762円 790円 793円

引上げ額 21円 22円 24円 28円 3円

引上げ率 3.02% 3.07% 3.25% 3.67% 0.38%

目安比較 +0円 +0円 +1円 +2円 +3円

最賃額 716円 738円 762円 790円 792円

引上げ額 21円 22円 24円 28円 2円

引上げ率 3.02% 3.07% 3.25% 3.67% 0.25%

目安比較 +0円 +0円 +1円 +2円 +2円

（注）　各県のＣ・Ｄは、ランク。

H28 H29 H30 R１ R２

31円 33円 35円 34円 32円

9円 9円 9円 8円 7円

▲ 1円 ▲ 1円 ▲ 1円 0円 0円

▲ 1円 ▲ 1円 ▲ 1円 0円 0円

▲ 1円 ▲ 1円 ▲ 1円 0円 ▲ 1円

106円 109円 111円 111円 109円

215円 219円 222円 223円 220円

▲ 3円 ▲ 2円 ▲ 2円 0円 ▲ 1円

（参考）

H28 H29 H30 R１ R２

823円 848円 874円 901円 902円

932円 958円 985円 1,013円 1,013円

714円 737円 761円 790円 792円

（注）最高額は各年とも東京、R２の最低額は秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄の７県

全国加重平均額

最高額

最低額

山形との最賃額比較

対宮城

対福島

対青森

対岩手

対秋田

対全国加重平均額

対最低額

対最高額（東京）

東北６県の最低賃金改正状況（H２８-R２）

福
島
Ｄ

青
森
Ｄ

岩
手
Ｄ

秋
田
Ｄ

山
形
Ｄ

宮
城
Ｃ
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資料№４－４

県名
２年改正
前最賃

比較 比較 比較

山形 790 0 10 70

青森 790 0 0 40

岩手 790 0 10 92

秋田 790 0 6 53

福島 798 2 12 102

宮城 824 0 6 71

【参考】過去３年間（H30-R1）の特性値推移

H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2

山形 750 763 790 776 781 800 850 850 860 1,032 1,026 1,014

青森 738 762 790 744 777 790 780 830 830 942 988 1,000

岩手 738 762 790 750 770 800 800 815 882 940 990 1,080

秋田 739 762 790 750 775 796 800 833 843 951 1,000 1,000

福島 750 780 800 776 800 810 850 851 900 1,007 1,043 1,100

宮城 780 800 824 800 810 830 850 860 895 1,056 1,044 1,099

（注）各年６月調査

790

第１･20分位数

860

第１･４分位数

895

900

830

790

790

第１･４分位数

東北6県の賃金時間額特性値≪基礎調査結果≫

県名
第１･10分位数

830

810

796

800

790

800

第１･10分位数

824

800

790

第１･20分位数

1,014

中位数

中位数

843

882

1,000

1,099

1,100

1,000

1,080

（注1）　１時間当り所定内賃金の特性値（３手当を除く）  

（注2）　令和２年度最低賃金に関する基礎調査（調査産業計）

（注3）　比較は、令和元年改正前最賃との比較

山形, 790 山形, 800

山形, 860

山形, 1,014

青森 青森

青森

青森

岩手 岩手

岩手

岩手

秋田 秋田

秋田

秋田

福島 福島

福島

福島

宮城 宮城

宮城

宮城

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

第１･20分位数 第１･10分位数 第１･４分位数 中位数

最低賃金に関する基礎調査（R2.6調査）における特性値
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民間主要企業

A B C D 春季賃上げ率 金  額 引上げ額 引上げ率 目安比較

（円） （円） （円） （円） ランク計 Ｄランク （厚労省）(%) （円） （円） （％） （円）

H23* 4 1 1 1 0.0 -0.5 1.83 647 2 0.31 +1 ○

H24 5 4 4 4 0.2 0.3 1.78 654 7 1.08 +3 ●

H25 19 12 10 10 0.8 0.8 1.80 665 11 1.68 +1 ◐

H26 19 15 14 13 1.1 0.9 2.19 680 15 2.26 +2 ○

H27 19 18 16 16 0.9 0.9 2.38 696 16 2.35 ±0 ○

H28 25 24 21 21 1.1 0.9 2.14 717 21 3.02 ±0 ●

H29 26 25 24 22 1.3 0.9 2.11 739 22 3.07 ±0 ○

H30 27 26 25 23 1.4 1.3 2.26 763 24 3.25 +1 ●

R1 28 27 26 26 1.3 1.9 2.18 790 27 3.54 +1 ●

R2 （目安額提示なし） 1.2 0.9 2.00 793 3 0.38 +3 ●

（H23* ：東日本大震災）

【採択状況の記号】
○ ＝

● ＝ ▲ ＝

◐ ＝ ◭ ＝

◐◭ ＝

目安額等の推移及び山形県最低賃金額の推移（H23-R2）　　　　　　　　　　資料№4-5

採
決
状
況

山形県最低賃金額の推移

年
度

賃金改定状況調査結果の 時　　間　　額

第４表の賃金上昇率（％）

中賃目安額の推移
（参考事項）

使用者側一部反対、労働者側一部反対

全会一致

使用者側反対 労働者側反対

使用者側一部反対 労働者側一部反対
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上限 下限 上限 下限

1,057 942 1,009 1,271 1,095 880

-　 -　 950 1,038 889 893

1,443 1,234 1,130 967 893 842

開発技術者 -　 -　 1,000 生産設備（金属） -　 -　 -　

製造技術者 -　 -　 800 生産設備（金属除く） -　 -　 850

建築・土木技術者等 -　 -　 -　 生産設備（機械） -　 -　 -　

情報処理・通信技術者 -　 -　 -　 金属材料製造等 1,000 998 900

その他の技術者 1,000 900 -　 製品製造・加工処理 882 833 833

医師・薬剤師等 2,700 2,000 2,075 機械組立の職業 933 881 836

保健師・助産師等 1,507 1,280 1,256 機械整備・修理の職業 -　 -　 900

医療技術者 1,595 1,274 886 製品検査（金属） -　 -　 800

その他の保健医療 1,184 1,079 950 製品検査（金属除く） -　 -　 850

社会福祉の専門的職業 1,041 961 884 機械検査の職業 -　 -　 -　

美術家・デザイナー等 920 920 1,500 生産関連・生産類似 1,375 1,000 870

その他の専門的職業 1,502 1,352 1,121 1,046 870 4,830

989 904 889 自動車運転の職業 1,059 868 6,969

一般事務員 1,014 924 870 その他の輸送の職業 -　 -　 -　

会計事務員 920 830 879 定置・建設機械運転 900 900 863

生産関連事務員 830 800 -　 1,500 800 1,000

営業・販売関連事務員 935 885 1,925 建設躯体工事の職業 1,500 800 -　

運輸・郵便事務員 1,090 795 -　 建設の職業 -　 -　 1,000

事務用機器操作の職業 793 793 1,150 電気工事の職業 -　 -　 -　

969 856 849 土木の職業 -　 -　 -　

商品販売の職業 970 852 834 917 854 835

販売類似の職業 860 810 -　 運搬の職業 968 878 844

営業の職業 1,041 1,007 1,050 清掃の職業 900 843 836

991 895 864 包装の職業 820 810 811

家庭生活支援サービス 900 825 875 その他の運搬等の職業 905 862 836

介護サービスの職業 1,101 963 854

保健医療サービス 1,034 945 813

生活衛生サービス 1,112 895 833

飲食物調理の職業 887 841 839

接客・給仕の職業 895 832 838

居住施設・ビルの管理 825 825 900

その他のサービス 915 871 983

※賃金は、1時間あたりの金額を集計しています。
※当月中に受理した新規求人の上限の平均賃金と、下限の平均賃金及び求職者の希望平均賃金となります。
※職種によっては求人件数が少ないため、上限・下限の差がないものもありますのでご留意ください。

運搬・清掃等の職業

職業分類
求人賃金

求職賃金 職業分類
求人賃金

求人・求職賃金情報：職種別（パート）

2021年 4月

サービスの職業

求職賃金

職業計 保安の職業

管理的職業 農林漁業の職業

専門的・技術的職業 生産工程・労務の職業

輸送・機械運転の職業

事務的職業

建設・採掘の職業

販売の職業
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世帯人員１人 ２人 ３人 ４人 ５人

128,960 180,580 204,320 228,060 251,800

113,130 174,670 194,540 214,440 234,350

109,790 167,600 181,980 196,360 210,720

117,100 158,400 191,740 225,080 258,410

106,690 121,580 152,250 182,890 213,550

104,040 145,350 164,940 184,510 204,090

食料費 23,750 38,020 49,400 60,770 72,150

住居関係費 50,520 54,470 49,000 43,520 38,050

被服･履物費 1,010 3,260 3,700 4,140 4,580

雑費Ⅰ 20,950 26,970 36,480 45,980 55,480

雑費Ⅱ 7,810 22,630 26,360 30,100 33,830

（単位　：　円）

資　料　出　所　：　職員の給与等に関する報告及び勧告・参考資料（山形県人事委員会）

　　　　　（注）食料費　　　　　　　食料

　　　　　（注）住居関係費    　  住居、光熱・水道、家具・家事用品

　　　　　（注）被服・履物費      被服及び履物

　　　　　（注）雑費Ⅰ　　　　　　　保健医療、交通･通信、教育、教育娯楽

　　　　　（注）雑費Ⅱ     　 　　　その他の消費支出（諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金）

平成30年４月

（
費
目
内
訳

）

山形市における世帯人員別標準生計費の推移

年　　　　　次

（平成２７年から令和２年の毎年４月分）

平成27年４月

平成28年４月

平成29年４月

令和２年４月

平成31年４月

資料№５－１
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費　　　　目 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

食 料 費 26,710 25,800 26,090 26,810 25,870 23,750

住 居 関 係 費 58,960 49,700 50,280 48,910 49,720 50,520

被 服 ･ 履 物 費 3,250 2,190 2,140 2,490 2,200 1,010

雑 費 Ⅰ 25,250 23,230 23,660 25,800 22,660 20,950

雑 費 Ⅱ 14,790 12,210 7,620 13,090 6,240 7,810

合 計 128,960 113,130 109,790 117,100 106,690 104,040

（単位　：　円）
資　料　出　所　：　職員の給与等に関する報告及び勧告・参考資料（山形県人事委員会）

　　　　　（注）食料費　　　　　　　食料

　　　　　（注）住居関係費    　  住居、光熱・水道、家具・家事用品

　　　　　（注）被服・履物費      被服及び履物
　　　　　（注）雑費Ⅰ　　　　　　　保健医療、交通･通信、教育、教育娯楽
　　　　　（注）雑費Ⅱ     　 　　　その他の消費支出（諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金）

山形市における１世帯の標準生計費の推移（世帯人員１人）《H27-R2》

（平成２７年から令和２年の毎年４月分）

資料№５－２
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資料NO.６

山形労働局　

1. 業務改善助成金申請数

年　　　　度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令 和 元 年 度

令 和 ２ 年 度

専門家派遣 相談件数

平成２４年度 　８４件 ２４２件

平成２５年度 １００件 ２０３件

平成２６年度 １００件 ３８６件

平成２７年度 　５０件 ３１５件

平成２８年度 １８２件 ６０４件

平成２９年度 １６１件 ５７２件

平成３０年度 ２２１件 １０９件

令和元年度 ２３０件 １３３件

令和２年度 １５３件 ４６８件

備　　考

（内訳）労務相談 370件、経営相談 234件。

（内訳）労務相談 282件、経営相談 33件。

2. 最低賃金総合相談センター・働き方改革推進支援センター相談件数及び専門家派遣件数

１４件

最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の状況

３２件

庄内ｺｰﾅｰ36件、置賜ｺｰﾅｰ36件を含む。

備　　考

１６件

申　請　件　数

１８件

７件

９６件（内新規５８件）

７１件（内新規４２件）

５５件（内新規４８件）

※平成２９年度までは最低賃金総合相談センターの件数、平成３０年度以降は働き方改革推進支援センター
の件数。働き方改革推進支援センターについては、毎年度の仕様及び受託先が異なる。

内訳非公表

３３件

（内訳）労務相談 348件、経営相談 224件。

内訳非公表

内訳非公表
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資料№８ 

 

 

 

 

厚生労働省発基 0622第１号 

令 和 ３ 年 ６ 月 2 2 日 

 

 

 

 

 

中央最低賃金審議会 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 

 

 

 

令和３年度地域別最低賃金額改定の目安について、経済財政運営と改革の基本

方針 2021（令和３年６月 18日閣議決定）及び成長戦略実行計画・成長戦略フォロ

ーアップ（同日閣議決定）に配意した、貴会の調査審議を求める。 
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